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冊子の見方 
 
 本プランに掲載しているグラフや表のうち、100 分率で示したものについては、

小数点第２位を四捨五入して比率を算出しているため、合計が 100％にならない
ものがあります。 

 本プランに掲載しているグラフや表のうち、「資料：市民意識調査」と記載してあ
るものは、令和４（2022）年８月に本市が実施した「男女共同参画に関する意識
調査」の結果です。 



 

 

 

 

第１章 

策定にあたって 
  



 

 

 

 



 

 

 
第１章 策定にあたって 

第
１
章 

策
定
に
あ
た
っ
て 

1 

第１章 策定にあたって 

1. プラン策定の目的 

男女共同参画社会の実現に向けた法律として平成１１（１９９９）年に「男女共同参画社会基本

法」が施行されて以降、これまでもさまざまな男女共同参画推進の取組が行われてきました。 

平成１３（２００１）年には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下

「ＤＶ防止法」という。）が施行されました。平成２８（２０１６）年には「雇用の分野における男

女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（以下「男女雇用機会均等法」という。）、令和３

（２０２１）年には「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

（以下「育児・介護休業法」という。）が一部改正されるなど、関連する法制度の整備等、社会情勢

の変化に対応した取組が行われてきました。 

また、近年の少子高齢化の進行による人口構成の大きな変化や、グローバル化による産業競争の

激化などにより経済社会の構造が大きく変化しています。さらには、雇用の不安定化や貧困・格差

の拡大など、男女共同参画を取り巻く課題は多様化しています。 

このような社会情勢の中、国においては、平成２７（２０１５）年８月に「女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）が成立し、平成３０（２０１８）

年６月には、多様な働き方を選択できる社会の実現をめざして、「働き方改革を推進するための関係

法律の整備に関する法律」が成立するなど、国は男女共同参画の実現に向けた取組を推進しており、

令和２（２０２０）年１２月に「第５次男女共同参画基本計画」が策定されました。また、県にお

いても、令和５（２０２３）年に「岐阜県男女共同参画計画（第５次）」や「岐阜県配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（第５次）」を策定するなど、国・県ともに、新たな

計画に基づき男女共同参画社会の実現に向けて施策を推進しているところです。 

本市においても、令和６（２０２４）年３月に「第２次みずなみ男女共同参画プラン」の計画期

間が終了することから、これまでの取組とその実施状況を踏まえ、新たな課題に対応するものとし、

男性も女性も全ての個人が、喜びも責任も分かち合い、その能力・個性を十分に発揮することがで

きる社会を実現するため、「第３次みずなみ男女共同参画プラン」を策定します。 
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2. プランの位置づけ 

● 本プランは、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に基づく「男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画」とします。 

● 本プランは、女性活躍推進法第６条第２項に基づく市町村推進計画とし、「瑞浪市女性活躍推

進計画」として位置づけます。 

● 本プランは、ＤＶ防止法第２条の３第３項に基づくＤＶ対策の市町村基本計画とし、「瑞浪市

ＤＶ防止基本計画」として位置づけます。 

● 本プランは、「第７次瑞浪市総合計画」を上位計画とし、その他の分野別計画との整合性を考

慮するとともに、国の「第５次男女共同参画基本計画」や岐阜県の「岐阜県男女共同参画計

画（第５次）」を踏まえて策定します。 

 

【 プランの位置づけ 】 
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男女共同参画社会基本法 ＤＶ防止法 女性活躍推進法 
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岐阜県男女共同参画計画（第５次） 

 

 

 

瑞
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市 

第７次瑞浪市総合計画 

分野別計画 

岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例 
 

岐阜県配偶者からの暴力の防止及び 

被害者の保護等に関する基本計画（第５次） 

 

整合 

連携 

 

第３次みずなみ 

男女共同参画プラン 

・人権施策推進指針 

・子ども・子育て支援事業計画 

・障害者計画・障害福祉計画・障害児

福祉計画 

・高齢者福祉計画・介護保険事業計

画  など 

瑞浪市ＤＶ防止基本計画 

 

瑞浪市女性活躍推進計画 
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3. プラン策定の背景 

（１）国の動向 

①第５次男女共同参画基本計画 

国は、平成 11（１９９９）年に「男女共同参画社会基本法」を制定し、この基本法に基づき平成

12（２０００）年に「男女共同参画基本計画」を策定しました。その後、５年ごとに基本計画が見直

され、平成 27（２０１５）年に「第４次男女共同参画基本計画」を策定、令和２（２０２０）年には、

「第５次男女共同参画基本計画」を策定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針 

国では、平成 27（２０１５）年に女性活躍推進法が制定され、女性の活躍推進に向けた数値目標を

盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業生活における活躍に関する情報の公表が、事業主に

義務付けられました。令和元（２０１９）年には、行動計画の策定義務の対象拡大や情報公表の強化

などを内容とする法改正を行いました。 

また、「女性活躍・男女共同参画の重点方針（女性版骨太の方針）」は、女性活躍・男女共同参画の

取組を加速するために、毎年政府決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力

ある持続可能な社会 

２ 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

３ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を

送ることができる社会 

４ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、SDGsで掲げられている包摂的か

つ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する社会 

第５次男女共同参画基本計画の目指すべき社会 

１ 女性活躍と経済成長の好循環の実現に向けて 

２ 女性の所得向上・経済的自立に向けた取組の強化 

３ 女性が尊厳と誇りを持って生きられる社会の実現 

４ 女性の登用目標達成（第５次男女共同参画基本計画の着実な実行） 

 

女性活躍・男女共同参画の重点方針 2023（女性版骨太の方針 2023） 
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③配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針 

国では、平成 13（２００１）年に配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援などの体制

を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的としてＤＶ防止法が制定され

ました。 

また、「女性活躍・男女共同参画の重点方針（女性版骨太の方針）」の「２．女性が尊厳と誇りを持

って生きられる社会の実現」には、配偶者などからの暴力への対策の強化が記載されています。 

 

 

 

 

 

 

（２）岐阜県の動向 

①岐阜県男女共同参画計画（第４次） 

岐阜県では、男女共同参画社会の実現に向けて、平成15（２００３）年10月９日、岐阜県議会

において、「岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例」が可決され、同

年11月１日から施行されました。また、平成31（２０１９）年３月には「岐阜県男女共同参画計

画（第４次）」が策定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

②岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（第４次） 

岐阜県では、平成 31（２０１９）年３月に「岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する基本計画」が策定されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化 

２ 基本方針・都道府県基本計画の記載事項の拡充 

３ 協議会の法定化 

配偶者等からの暴力への対策の強化（女性版骨太の方針 2023より） 

１ あらゆる分野における男女共同参画 

２ 働く場における男女共同参画 

３ 人権が尊重され、安全・安心に暮らせる社会の実現 

４ 男女共同参画推進の基盤づくり 

岐阜県男女共同参画基本計画（第４次）の計画体系 

１ 暴力を許さない社会づくり 

２ 安心して相談できる体制づくり 

３ 安全が保障される保護体制づくり 

４ 実効性のある自立支援体制づくり 

５ 被害者支援のための体制づくり 

岐阜県配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する基本計画（第４次）の計画

体系 

岐阜県の動向 

変更します 
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（３）瑞浪市の取組 

瑞浪市は、平成 14（2002）年に実施された市民意識調査の結果をもとに、地区代表や有識者な

どで構成される「瑞浪市男女共同参画懇話会」（現在の瑞浪市男女共同参画審議会）からの意見を踏

まえ、平成 16（2004）年３月に「みずなみ男女共同参画プラン（第１次）」を策定しました。同

プランは、平成 21（2009）年に「みずなみ男女共同参画プラン（後期プラン）」として改定さ

れ、本市における男女共同参画社会の実現に向けた取組の基礎となりました。 

  平成 24（2012）年には再び男女共同参画懇話会を設置し、これまでのプランに基づいて実施さ

れた事業の評価と分析、国や県の方針や施策、「男女共同参画に関する市民意識調査」（同年８月実

施）の結果を踏まえた検討を行い、平成 26（2014）年２月「第２次みずなみ男女共同参画プラ

ン」を策定しました。 

  第２次プラン策定から５年が経過した平成2９（201７）年には、瑞浪市DV防止基本計画及び瑞

浪市女性活躍推進計画としての位置づけや、性の多様性に関する理解の推進等を踏まえた見直しを

行い、平成３１（2019）年３月に後期５年間の「第２次みずなみ男女共同参画プラン（後期プラ

ン）」を策定しました。 

 また、平成 17（2005）年からプラン推進のけん引役として、地域の代表及び男女共同参画につ

いての有識者から構成される「瑞浪市男女共同参画社会推進委員会（現在の瑞浪市男女共同参画社

会推進会議）」を設置し、毎年、男女共同参画社会の実現に向けた研修会や講演会などの取組を行っ

ています。（P.●● 「瑞浪市男女共同参画社会推進会議要綱」参照。） 

 

 

 

 

4. 計画の期間 

本計画の期間は、令和６（２０２４）年度～令和１５（２０３３）年度までの１０年間とします。

ただし、令和１０（２０２８）年度において中間見直しをするほか、社会情勢の変化や計画の進捗

状況などに応じて、計画の見直しを行います。 

 

令和６年度 

（２０２４） 

令和７年度 

（２０２５） 

令和８年度 

（２０２６） 

令和９年度 

（２０２７） 

令和 10年度 

（２０２８） 

令和１1年度 

（２０２９） 

令和１2年度 

（２０３０） 

令和１3 年度 

（２０３１） 

令和１4 年度 

（２０３２） 

令和１5年度 

（２０３３） 

    

 

 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

第３次みずなみ男女共同参画プラン 

後期計画 

中間見直し

しし 

「地域」とは？ 

住民の身近な生活圏のことで、都道府県や市町村といった行政区分とは異なる概念。住民の活動を主

たる対象とし、活動に応じて町内会、自治会、校区等様々な範囲が想定されます。 
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5. ＳＤＧｓの取組について 

ＳＤＧｓとは、平成２７（２０１５）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のた

めの２０３０アジェンダ」にて記載された令和１２（２０３０）年までの国際目標で、持続可能な

世界を実現するための１７のゴール・１６９のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取

り残さないことを誓っています。 

 

 

＜ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の１７の目標 ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画では、第４章の各施策において以下の関連する目標の実現をめざしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

目標５ ジェンダー平等を実現しよう 

目標４ 質の高い教育をみんなに 

目標３ すべての人に健康と福祉を 目標 10 人や国の不平等をなくそう 

目標 16 平和と公正をすべての人に 

目標 11 住み続けられるまちづくりを 

目標 1７  目標８ 働きがいも経済成長も 
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H24
（2012）

H25
（2013）

H26
（2014）

H27
（2015）

H28
（2016）

H29
（2017）

H30
（2018）

R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

R4
（2022）

年少人口（％） 12.8 12.5 12.4 12.2 12.1 11.8 11.6 11.4 11.4 11.1 11.1

生産年齢人口（％） 61.3 60.5 59.7 59.0 58.7 58.1 57.8 57.7 57.3 57.2 57.1

老年人口（％） 26.0 27.0 27.9 28.8 29.2 30.1 30.6 30.9 31.3 31.7 31.8

第２章 瑞浪市の現状 

1. 少子高齢化と人口減少 

年齢３区分別人口 

瑞浪市の人口は、毎年減少しています。年齢３区分別の人口構成比を見ると、老年人口

（65 歳以上）の割合は毎年増え続け、平成 29（２０１７）年以降は 30%を超える数値と

なっています。（図表１）年少人口（0～14 歳）の割合は減少傾向にあり、令和 4（２０２

2）年は 11.１%となっています。今後も高齢化は進むと予測され、高齢化社会において男女

とも生き生きと暮らせる施策の充実が課題となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：企画政策課 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表１ 年齢３区分別人口構成・構成比（各年 10月１日現在） 

 

5,125 4,984 4,885 4,767 4,703 4,493 4,370 4,271 4,205 4,075 4,009 

24,559 24,091 23,514 23,009 22,767 22,128 21,800 21,597 21,225 20,934 20,711 

10,406 10,727 11,009 11,242 11,342 11,473 11,541 11,552 11,588 11,583 11,536 

40,090 39,802 39,408 39,018 38,812 38,094 37,711 37,420 37,018 36,592 36,256 
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合計特殊出生率 

一般的に人口を維持するには、出生率が一定数値（2.1 前後）を上回る必要があると言われてい

ます。しかしながら、現在の日本はこの数値を大きく下回っており、瑞浪市も同様です。将来、人

口減少が加速する状況となっています。瑞浪市においても、子育て支援や少子化対策の視点からも

男女共同参画を推進する必要があります。（図表２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

資料：瑞浪市統計書 

2. 世帯規模の縮小 

瑞浪市では、核家族化や単身世帯の増加により、世帯数は平成 29（２０１７）年以降増加傾向

にあるものの、１世帯当たりの人員は減少しており、令和4（２０２2）年には2.33人となってい

ます。（図表３）また、今後、高齢化が進むにつれて、高齢者の単身世帯や夫婦のみの世帯が増加し

ていくことが予測されます。地域社会における家族形態の変化が進む中で地域力を高めていくため

には、男女を問わず誰もが活躍できる地域社会を形成していくことが重要となります。このため、

様々な人が地域における意思決定システムに参画することが必要です。 

 

  

図表２ 瑞浪市と全国の合計特殊出生率 

「合計特殊出生率」とは？ 

その年の出産動向が今後も続くと仮定したときに、一人の女性が生涯に産むと推定される子どもの

数。15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率（出生数÷年齢別女性人口）を合計して算出されま

す。 

「地域力」とは？ 

地域社会の問題について市民や企業をはじめとした地域の構成員が、自らその問題の所在を認識し、

自律的かつ、その他の主体との協働を図りながら、地域問題の解決や地域としての価値を創造してい

くための力のことです。 
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資料：企画政策課 

 

3. 女性と仕事 

瑞浪市の労働力率を性・年代別にみると、男性が 20 代後半から 60 代までほぼ一定の割合を保

っているのに対し、女性は 30 代前半で一旦落ち込み、その後、30 代後半から再び上昇していま

す。これは「Ｍ字曲線」と呼ばれ、女性が結婚や出産、育児で仕事を中断し、子育てが一段落して

から、再び働き始める特徴をあらわしています。（図表４）しかしながら、「男女共同参画に関する

市民意識調査」（以下「市民意識調査」という。）の結果で、「結婚・出産にかかわらず、ずっと職業

を持ち続ける方がよい」と考える人が増加しており、平成 29（２０１７）年の調査から初めて最

も高くなり、令和 4（２０２２）年の調査でも変わらず高い割合となっています。（図表５）女性が

働き続けるためには、男女がともに責任を分かち合い、仕事と生活の調和をとりながら働くことが

できる環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図表３ 世帯数及び世帯人員 

「労働力率」とは？ 

15 歳以上人口に占める労働力人口（就業者＋完全失業者）の割合のこと。 

 

「M 字曲線（M 字カーブ）」とは？ 

日本の女性の労働力率を年齢階級別にグラフ化したとき、30 代を谷とし、20 代後半と 40 代後半が

山となる「アルファベットの M」のような形になることをいい、結婚や出産を機に労働市場から退出

する女性が多く、子育てが一段落すると再び労働市場に参入するという特徴をあらわしています。国

際的にみると、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では、子育て期における就業率の低下はみ

られません。 
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資料：令和２年国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査 

  

図表４ 性・年代別労働力率 

図表５ 女性が職業を持つことについて 
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4. 男女共同参画を取り巻く課題 

少子高齢化が進み、社会の活力が低下していく中、地域力を高めていくためには、すべての人が

喜びも責任も分かち合いながら、あらゆる場で生き生きと活躍できる社会をつくることが重要です。 

市民意識調査では、男女共同参画社会の実現に向けて、今後力を入れていくべきこととして「男

女平等を進めるための慣習などの見直し」「学校教育や生涯学習の場における、男女の平等と相互理

解や協力についての学習」「女性の就業・再就職の支援、働く女性への支援」が必要であるとの結果

がでており、男女共同参画の考え方を家庭や地域、職場など、あらゆる場に浸透させていくことが

必要です。（図表６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査 

 

図表６ 男女共同参画社会の実現に向けて、今後力を入れていくべきこと 

男女平等を進めるための条例・制度などの制定・見直し

審議会等の委員など、
政策決定の場への女性の積極的な登用

男女平等を進めるための慣習などの見直し

男女共同参画についての情報提供、意識啓発
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第３章 プランの基本的な考え方 

1. 基本理念 

 一人ひとりが性別にかかわりなく、お互いにその人らしさを尊重し合い、個人の能力を発揮し、

多様な生き方ができる社会をつくります。 

 家庭や地域、職場において男女が常に助け合い、責任を分かち合いながら、対等な立場でとも

に活動し、平等に利益を分かち合える社会をつくります。 

 

 

2. 基本目標 

男女共同参画をめぐる国や県の動向、瑞浪市の抱える基本的な課題や男女共同参画の現状などを

踏まえ、プランの基本理念を計画期間に具現化するため、次の３つの基本目標を立てるとともに、

目標ごとに課題を明確にし、具体的な施策を展開していきます。 

 

３ つ の 基 本 目 標 

 

基本目標Ⅰ 

あらゆる分野で活躍できるまちづくり 

 

基本目標Ⅱ 

健康で安全・安心な暮らしができるまちづくり 

 

基本目標Ⅲ 

すべての人の人権が尊重されるまちづくり 
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3. プランの体系 

基本目標Ⅰ あらゆる分野で活躍できるまちづくり 

課題①：政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

施策１：附属機関（審議会）等への女性登用の推進 

施策２：女性の人材育成と管理職への積極的登用の推進 

課題②：働く場における女性活躍の推進【瑞浪市女性活躍推進計画】 

施策１：雇用と就業環境における男女共同参画の推進 

施策２：女性の就労と能力発揮できる支援 

課題③：仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現できる環境の推進 

施策１：男性の育児・介護参画の支援 

施策２：多様なニーズに対応した子育て支援の充実 

施策３：介護を支援する環境の整備 

施策４：事業者などに対する啓発 

課題④：地域活動における男女共同参画の推進 

施策１：自治会・まちづくり活動等における男女共同参画の推進 

施策２：環境活動等における男女共同参画の推進 

 

基本目標Ⅱ 健康で安全・安心な暮らしができるまちづくり 

課題①：あらゆる暴力の根絶【瑞浪市ＤＶ防止基本計画】 

施策１：ＤＶ・ハラスメント等の防止・啓発の推進 

施策２：安心して相談できる体制の整備 

施策３：被害者に対する支援機能の充実 

課題②：生涯を通じた健康づくりの支援 

施策１：ライフステージに応じた健康づくりの支援 

施策２：女性の健康づくりに関する支援の充実 

課題③：防災における男女共同参画の推進 

施策１：防災活動等における男女共同参画の推進 

施策２：万が一に備えた対応力の強化 
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基本目標Ⅲ すべての人の人権が尊重されるまちづくり 

課題①：男女共同参画の実現に向けた理解の促進 

施策１：男女共同参画に関する意識の普及・啓発 

施策２：男女共同参画に関する情報収集・情報提供 

課題②：男女共同参画の実現に向けた教育の推進 

施策１：人権尊重、男女平等の視点に立った教育の推進 

施策２：多様性を認め合える学習機会の充実 
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第４章 プランの方向性と内容 

基本目標Ⅰ あらゆる分野で活躍できるまちづくり 

１ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進 

 

現状と課題 

市の政策や方針は、市民一人ひとりの生活に大きな影響を与えます。政策・方針等の決定過程に

おける女性の参画は、市民の意見を公平公正に反映するために、非常に重要です。 

本市における「各種附属機関等における女性委員の構成率」は、近年増加傾向であり、国が目標

とする「2020 年までに、あらゆる分野における指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも

30％程度」は達成したものの、持続可能な社会を実現するためには、職指定（いわゆる「充て職」）

による委員選出の見直しや公募制の採用拡大、各種団体などに対する女性割合の確保に関する啓発

などの取組を積極的に進めていく必要があります。（図表７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：生活安全課  

図表７ 瑞浪市における附属機関等への女性委員の登用率 

「附属機関」とは？ 

執行機関（市町村長、各種委員会）の要請により、必要な調停、審査、審議又は調査などを行う審議

会や審査会のこと。 
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指標  

施策の方向性 

（１）附属機関（審議会）等への女性登用の推進 

職指定による委員選出の見直しや公募制の採用拡大、審議会等に委員を推薦している団体などに

対する女性割合の確保に関する啓発などの取組を、積極的に進めます。 

 

（２）女性の人材育成と管理職への積極的登用の推進 

政治、経済、社会などあらゆる分野で男女が共に意思決定の場に参画することによって、多様な

視点を取り入れ、将来にわたり持続可能な社会を目指すため、市職員における女性管理職の増加や、

女性の職域拡大を推進します。また、事業者や各種団体に対して、女性管理職の登用拡大を進める

よう働きかけます。 

 

具体的施策と目標指標 

（１）附属機関（審議会）等への女性登用の推進 

 施策名 概要 担当課 

1 

各種附属機関等へ

の女性委員の登用

推進 

市が設置する各種附属機関等への女性委員の登用拡大に

努めます。委員の職指定（いわゆる「充て職」）の見直し

や公募制の採用拡大、推薦団体への女性割合の確保に関

する啓発を進めます。 

企画政策課 

生活安全課 

各課 

 

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 
各種附属機関等における女性委員の

割合 
35.1％   ４０～６０％ 生活安全課 
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指標  

（２）女性の人材育成と管理職への積極的登用の推進 

 施策名 概要 担当課 

１ 
市管理職等への女

性の登用推進 

女性職員の活躍を推進するため、適正な人事評価の実

施により、性別によらず、能力に基づく管理職への登

用を行います。 

また、将来の管理職候補となるべき女性職員の育成を

図るため、多様な役職への積極的な職員配置に努めま

す。 

秘書課 

２ 

事業者等の女性管

理職登用拡大の推

進 

県、労働局、商工会議所等と連携し、事業者等の女性

管理職登用拡大の推進を図るため、事業者等に対する

啓発を行います。 

商工課 

3 
女性の能力発揮を

促す講座の実施 

県、労働局、商工会議所等の関係機関と連携し、事業

者や各種団体を対象とした、女性の能力発揮のための

講座を開催します。 

商工課 

4 
女性のネットワー

クづくりの推進 

男女共同参画社会推進会議参加者（Ｐ．● 瑞浪市男

女共同参画社会推進会議要綱参照。）を対象とした学習

会や研修を開催し、参加者の資質向上を図り、地域へ

の啓発に繋げていきます。 

PTA 連合会子育て委員会、園小中家庭教育学級リーダ

ー研修会、幼児園母親学級、生活学校等の連携強化を

図ります。 

生活安全課 

社会教育課 

 

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 
市職員の係長以上の役職者に占める

女性の割合（一般行政職） 
24.0％  

 
30.0％ 秘書課 
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２ 働く場における女性活躍の推進【瑞浪市女性活躍推進計画】 

 

現状と課題 

人口減少及び少子高齢化の進展による労働力人口の減少が進む中、今後は女性や高齢者など、多

様な人材の活躍が不可欠となります。しかし、現在の長時間労働を前提とした働き方、育児休業な

どの休暇制度の取得について、「気兼ねする」「周囲からの理解が得られない」といった就労環境で

は、育児や介護、地域活動への参加など、仕事以外の役割を果たすのは、非常に困難です。また、

長時間労働により心身の健康を損なう心配もあります。 

日本では固定的な性別役割分担意識により、出産を機に退職する女性が約５割にのぼり、再就職

を希望した場合には、非正規雇用とならざるを得ない場合も多くあります。非正規雇用は、多様な

就業ニーズにこたえることで、能力発揮を促進するという積極的な側面もあります。しかしながら、

経済的困難に陥りやすい要因の一つとなるほか、正規雇用との待遇の格差が男女間の格差の一因と

なっているなどの問題もあります。 

市民意識調査では「仕事と家庭を両立するために必要な条件」として、半数近くの人が「年間労

働時間を短縮することや休暇の取りやすい職場環境づくり」をあげ、それ以外にも「柔軟な勤務形

態の導入」や「代替要員の確保など、育児や介護休業制度を利用しやすい職場環境づくり」など、

職場環境に関する条件が多くありました。（図表８） 

事業者としても、労働力人口の減少や、消費者ニーズの多様化、変化する社会経済情勢に対応し

ていく必要に迫られており、女性や高齢者など多様な人材の活用と、多様で柔軟な働き方の選択肢

を提供することが必要不可欠となります。 

一方、女性従業員等に対する、上司や同僚の 「女性だからこうだろう」といった先入観や、 良か

れと思っての気遣いが、女性の活躍を阻む原因となっていることがあります。こうした無意識の思

い込み（アンコンシャス・バイアス）に気づき、そこから生ずる悪影響を解消していくことも必要

です。 

また、女性がその個性と能力を十分に発揮し、職業生活における活躍を推進するため、女性への

創業支援を行っていく必要があります。 

 

 

  

「非正規雇用」とは？ 

正社員以外の雇用のこと。具体的には、契約社員、嘱託社員、準社員、臨時社員、季節社員、パート

タイマー、アルバイト、派遣社員、請負社員などをさします。一言に「非正規雇用」といっても、フ

リーターや高齢者の再雇用、家計の補助などを目的にパートとして働く人や、学生のアルバイトな

ど、その態様は様々です。 

 

「無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）」とは？ 

誰もが気づかずに持っている、考え方、ものの見方の偏りや思い込み のことをいいます。 

働く場においては、「男性だからこうだろう」「女性だからこうだろう」といった周囲の思い込みで、

個人の成長や活躍の機会を奪うことにならないよう、配慮する必要があります。 
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資料：市民意識調査 

 

施策の方向性 

（１）雇用と就業環境における男女共同参画の推進 

事業者と働く人たちに対し、女性や高齢者など多様な人材の活用と、多様で柔軟な働き方の選択

肢を提供するなど、雇用環境の改善や就業環境の見直しに関する啓発を行い、労働環境の整備を促

進します。 

 

（２）女性の就労と能力発揮できる支援 

若手・子育て中の女性従業員や育児休業中の女性従業員等の、就労・ 子育ての両立に係る不安解

消に向けた取組を推進します。また、出産後も継続して働くことを希望する女性に対する、就労の

継続と長期的なキャリア形成の支援や、再就職を希望する女性や育児休業から復帰する女性に対す

る支援を行います。さらには、女性の職業生活における活躍を推進するため、創業支援を行います。 

  

図表８ 仕事と家庭を両立するために必要な条件 

年間労働時間を短縮することや、
休暇の取りやすい職場環境づくり

柔軟な勤務形態の導入
（フレックスタイム制度、在宅勤務など）

代替要員の確保など、
育児や介護休業制度を利用しやすい職場環境づくり

出産や介護等で退職した場合の再雇用制度の導入

パートタイマーなどの労働条件の改善

所得税の配偶者特別控除など税制の見直し

男女間の賃金格差をなくす

育児・介護休業中の賃金、その他の経済的給付の充実

保育や介護の施設・サービスの拡充

企業経営者の意識改革

働き続けることに対する家族や周囲の理解と協力

その他

47.7

33.6

31.5

14.1

17.4

17.6

22.0

17.8

23.4

18.8

19.9

1.9

45.6

32.7

33.1

14.9

19.0

14.1

27.4

17.3

26.6

15.3

24.2

0.8

50.5

34.8

29.3

13.0

15.2

22.3

14.7

18.5
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14.1

3.3
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具体的施策と目標指標 

（１）雇用と就業環境における男女共同参画の推進 

 施策名 概要 担当課 

1 

事業者、労働者へ

の労働環境の整備

に関する啓発等の

実施 

県、労働局、商工会議所等の関係機関と連携し雇用管理

上の義務や職場慣行の見直し、女性の能力に対する偏見

の解消等に関する講座や働き方改革に関する相談会等を

開催します。また、労働や雇用環境の整備について啓発

を行います。 

商工課 

２ 
健康管理に関する

啓発の実施 

就業者の健康管理の重要性について、商工会議所等を通

じて事業者へ啓発を行います。 

健康づくり課 

商工課 

３ 

年次有給休暇の取

得、育児・介護休

業制度等の利用促

進 

労働時間の短縮や年次有給休暇の積極的な取得、フレッ

クスタイム制度の導入、育児・介護休業制度の設置と利

用促進等、職場環境づくりについて事業者に情報提供を

行います。また、市の広報紙やチラシ、パンフレット等

で労働関係法等の周知を行い、事業や労働者への意識づ

けを図ります。 

商工課 

 

  「フレックスタイム制度」とは？ 

１か月以内の一定時間（清算期間）における総労働時間をあらかじめ定めておき、労働者はその枠内

で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定し、働く制度のこと。 
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指標  

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 
職場について、男女が平等だと感じ

ている人の割合（市民意識調査） 
30.3％   40.0％ 生活安全課 

 

 

（２）女性の就労と能力発揮できる支援 

 施策名 概要 担当課 

1 
女性の就業・再就

職等への支援 

県、労働局、商工会議所等の関係機関と連携して、女性

の就業・再就職に関する情報提供や仕事と子育ての両立

を希望する女性の就労相談等を実施します。 

商工課 

２ 女性の創業支援 

融資制度等の情報提供やセミナーを開催するなど、創業

予定者を支援します。また、創業支援補助金（新たな事

業チャレンジ支援補助金）の交付により創業の支援を行

います。 

商工課 

３ 
農業に携わる女性

組織への支援 

地元産農産物を使用した加工品を製造する等の活動を行

う団体を支援し、農業分野における女性の活動の活発化

を図ります。 

農林課 
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３ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を実現できる環境の推進 

 

現状と課題 

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは、働くすべての人々が「仕事」と、子育て

や介護、地域活動、趣味や学習などの「仕事以外の生活」の調和を図り、充実した生活・生き方を

送ることです。 

人によって希望する生活のバランスは異なる上、仕事を頑張りたい、出産や子育てに比重を置き

たい、介護を行う必要があるなど、何を大切にするのかはその人の時間においても変化します。 

市民意識調査で「生活の中で優先したいこと（希望）」と「優先していること（現状）」を尋ねた

ところ、「仕事優先の生活」を希望する人は、男女ともに低い割合でしたが、現状では「仕事を優先」

している人が大変多く、希望と現状がかい離した形になっています。このことから、仕事優先の組

織風土や長時間労働等によりワーク・仕事とそれ以外の生活を理想的なバランスで実現するのは、

困難な状況にあることがわかります。（図表９） 

少子高齢化が進み、今後はこれまで以上に、仕事と仕事以外の役割（子育て・介護、地域活動等）

の両方を担う必要のある人が増えていきます。そのため、これまでの地域活動への参加などをより

重視する人などもおり、これまでの働き方の見直しや、多様な働き方への対応が模索されています。 

このような状況から、性別にかかわらずすべての労働者の働き方を見直し、ワーク・ライフ・バ

ランスの実現に向けた取組が必要です 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査 

  

図表９ 生活の中の優先度 

 

「仕事」と「家庭生活」と
「地域・個人の生活」をともに優先

「家庭生活」と「地域・個人の生活」を
ともに優先

「仕事」と「地域・個人の生活」を
ともに優先

「仕事」と「家庭生活」をともに優先

「地域・個人の生活」を優先

「家庭生活」を優先

「仕事」を優先

9.8

4.4

6.6

26.2

3.8

13.1
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7.1
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4.9

5.6

4.8
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4.4

28.6
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24.9

9.6

4.8

36.1

2.8

19.3

2.4
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かつては「夫が働き、妻は専業主婦として家庭での役割を担う」という姿が一般的でしたが、現

在は「男性は外で働き、女性は家庭をまもるべき」という考え方に賛成しない人の割合が、男女と

もに過半数を超えています。（図表 10）しかし、「男性の家事や子育て、介護、地域活動への参加

を進めるために必要なこと」を尋ねる設問では、「男性の仕事中心の生き方、考え方を改めること」

「男女の役割分担についての社会通念、慣習などを改めること」を挙げる人がいまだに約３割いる

ことから、固定的な性別役割分担意識「男は仕事、女は家庭」は根強く残っていることがうかがわ

れます。（図表 11） 

子育ての分野においては、核家族世帯やひとり親家庭の増加などの社会環境の変化により、育児

の孤立化も心配されることから、社会全体で子どもを産み育てやすい環境を整える必要があります。 

一方、単身世帯の増加、雇用・就業構造の変化等の中で、貧困等生活上の困難について幅広い層

への広がりが見られます。この中にはひとり親家庭も含まれ、こうした家庭では、父子家庭に比べ

て母子家庭の収入が低い傾向にあります。こうした状況に対応し、貧困等生活上の困難を防止する

ためにも、女性が働き続けることができ、また暮らしていける賃金を確保できるよう、男女共同参

画の視点から就業・生活面の環境づくりが必要です。母子家庭等ひとり親家庭に対する支援や生活

上の困難に直面する人々への支援を推進していくとともに、貧困等の次世代への連鎖を断ち切るた

めの取組も必要です。 

介護の分野においては、高齢者世帯や単身世帯の増加、三世代同居等の世帯の減少など、家族の

形態も大きく変化し、家庭内に介護の協力者がいない状態で、男性が介護の担い手にならざるを得

ない場合も増えています。そのため、介護に必要な心構えや知識、技術を学ぶ機会、また介護者同

士の交流の場を設け、男性の参加を促す必要があります。また、孤立しがちな介護者への支援や相

談体制の充実などの取組に力を入れる必要があります。 

加えて、高齢者が健康で生き生きと生活するための支援も重要です。高齢者が自身の健康管理に

取り組み、健康で自立した生活を少しでも長く継続できるよう、健康づくり・生きがいづくりの取

組の推進や、介護予防のサービスの周知・充実を図る必要があります。 
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資料：市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査  
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図表 10 男性は外で働き、女性は家庭をまもるべきという意識について 

 

図表 11 男性の家事や子育て、介護、地域活動への参加を進めるために必要なこと 

 

 日々の労働時間の短縮

休暇を取りやすい環境の整備や休暇制度の充実

男性の仕事中心の生き方、考え方を改める

男性が家事などに参加することに対する
男性自身の抵抗感をなくすこと

男性が家事などに参加することに対する
女性の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族、周囲の人の理解

男女の役割分担についての社会通念、
慣習などを改める

子どもの頃からの家庭や学校での教育

社会の中で、男性による家事、子育て、介護などに
ついて、その評価を高めること

男性が子育て、介護、地域での活動を行うための仲間、
ネットワークづくり

夫婦や家族間でのコミュニケーション

職場における上司や周囲の理解を進めること

啓発や情報提供、相談窓口の設置、技能の研修

その他
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施策の方向性 

（１）男性の育児・介護参画の支援 

男女が、家庭生活で互いに協力し、また、社会の支援を受けながら、子育て、家族の介護などを

行い、かつ、職場、学校、地域などにおける活動を行うことができるようにするため、育児・介護

は男女が共同して担っていくという意識を醸成します。 

また、育児・介護休業等の制度を定着させ、特に育児休業の取得率が低い男性が取得しやすい就

業環境づくりを促進します。 

 

（２）多様なニーズに対応した子育て支援の充実 

保育施設・サービスの拡充についての需要が高いことから、子育て支援に関する多様なニーズに

対応できるようサービスの充実に努めます。 

また、ひとり親家庭の経済的支援、就労支援、相談事業等の様々な支援を実施します。 

 

（３）介護を支援する環境の整備 

介護が必要な高齢者等が適切にサービスを利用できるよう、かつ介護に関する多様なニーズに対

応できるよう、高齢者等へのサービスの周知及び相談事業の充実に努めます。 

また、高齢者が健康で自立した生活を少しでも長く継続できるよう、介護予防への取組や生きが

いづくり支援を行います。 

   

（４）事業者などに対する啓発 

誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、仕事以外の役割につ

いても取り組むことができるよう、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）に関する意識

啓発に取り組みます。 
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指標  

具体的施策と目標指標 

（１）男性の育児・介護参画の支援 

 施策名 概要 担当課 

1 
男性の家庭生活へ

の参加の促進 

家庭生活において、男女がともに家事や育児、介護に取

り組むよう意識啓発を行います。 
生活安全課 

２ 
男性の子育て参加

の促進 

岐阜県が発行している父親向けの冊子「パパスイッチ」

の交付や、両親学級にて父親向けに妊婦体験や沐浴体験

を行います。 

PTA 連合会子育て委員会で、育児や家庭教育に関する研

修を開催し、父親の子育て参加の意識向上に努めます。 

健康づくり課 

社会教育課 

３ 
男性の育児参加の

促進 

市男性職員の配偶者出産休暇、育児参加休暇及び育児休

業について、意識啓発を行うとともに休暇・休業を取得

しやすい職場環境づくりに努めます。また、県、労働

局、商工会議所等の関係機関と連携し、事業者に対して

同様の啓発を行います。 

秘書課 

商工課 

４ 

男性の介護の担い

手としての自覚の

醸成 

働き盛りの世代が参加しやすいよう、認知症サポーター

養成講座を夜間の時間帯に実施します。介護の担い手教

室（ささエール養成講座）について、男性介護者が参加

しやすい内容・周知方法を検討し、参加者の拡大を目指

します。 

高齢福祉課 

 

 

 

 

 

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 
市男性職員における妻の出産に伴う

休暇の取得率 
82.4％   100％ 秘書課 

２ 

市男性職員における妻の産前・産後

の子どもの養育のための休暇の取得

率 
47.1％   100％ 秘書課 

 

  

「認知症サポーター養成講座」とは？ 

認知症になっても住み慣れた地域で生活できるよう地域の理解者を養成する講座のことです。 
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（２）多様なニーズに対応した子育て支援の充実 

 施策名 概要 担当課 

1 

親子の健康管理と

育児に関する相談

事業の充実 

乳幼児健診時に親子の健康状態の把握と、生活面、栄養

面、歯科保健、予防接種等、育児全般についての保健指

導、育児相談を行います。同時に育児家庭の孤立や虐待

の防止・早期発見に努めます。 

健康づくり課 

子育て支援課 

２ 
保育サービスの充

実 

病児・病後児保育、一時預かり保育等、多様な子育て支

援のニーズに対応するため、保育サービスの充実に努め

ます。 

子育て支援課 

３ 

地域子育てサポー

トシステムづくり

の推進 

地域子育て支援センターにおいては、子育てに係る相

談、助言、情報提供等の支援を行います。地域の人材を

活用し、一時保育を支援するファミリー・サポート・セ

ンターの充実を図ります。 

子育て支援課 

４ 
ひとり親家庭の経

済的自立の支援 

児童扶養手当の支給や生活資金の貸付、福祉医療費の助

成等の経済的支援と、自立に向けた訓練や講座等の就労

支援を行います。また、制度に関する周知や、関係課の

間での情報共有と連携強化を図ります。 

子育て支援課 

保険年金課 

５ 

ひとり親家庭に対

する相談事業の充

実 

子ども家庭支援員等による養育指導や助言を行うととも

に、複雑な事案については、適切に他の支援機関へつな

ぎ、連携して支援を行います。 

子育て支援課 

６ 

子育て・家庭教育

講座、親子交流、

世代間交流事業等

の開催 

文化センターや公民館、児童館等で、親子がそろって参

加できる講座や行事、世代間（子どもと高齢者等）の交

流できる事業を実施します。 

社会教育課 

各公民館 

子育て支援課 

７ 
小児救急体制と産

科の整備支援 

安心して産み育てることができるよう東濃中部病院事務

組合において、産科の開設並びに小児救急体制の整備を

進めます。また、将来、新病院での勤務を希望する医学

生に奨学金を貸し付け、医師の確保に努めます。 

健康づくり課 

 

 

  
「ファミリー・サポート・センター」とは？ 

育児に関して「援助を受けたい人（依頼会員）」と、「援助を行いたい人（提供会員）」が会員登録し、

保育施設までの送迎や子供の預かり等、子育てに関する「相互援助活動」に関して連絡、調整を行う

機関です。事務局は、稲津保育園地域子育て支援センター「おんぶにだっこ」内にあります。 
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（３）介護を支援する環境の整備 

 施策名 概要 担当課 

1 

高齢者等へのサー

ビスの周知と相談

事業の充実 

介護保険サービス等を広く周知し、高齢者等が適切なサ

ービスにつながるよう支援します。また、地域包括支援

センターが高齢者の身近な相談窓口であることを様々な

機会を通じて周知するとともに、関係機関と連携し、サ

ービス利用や権利擁護等、様々な相談に対応できる体制

の充実を図ります。 

高齢福祉課 

２ 
介護教室・講座の

開催 

地域包括支援センターと連携して市内各地で教室や出前

講座を開催し、男女ともに高齢者が自身の健康管理に目

を向け、介護予防に取り組むことのできる環境を整えま

す。 

高齢福祉課 

３ 
高齢者の生きがい

づくり支援 

高齢者の社会参加・生きがいづくり・能力の活用のた

め、また居場所づくりや孤立防止のため、各種団体へ補

助金を交付し、活動を支援します。好事例はホームペー

ジ、ＳＮＳ等で情報発信します。 

生涯学習や地域学校協働活動等の場において、高齢者が

知識や経験を活かして、生きがいを持って活動できる環

境の整備を推進します。 

コミュニティ・スクールを通して、高齢者が知識や経験

を活かして学校と地域が繋がるような活動を推進しま

す。 

高齢福祉課 

社会教育課 

各公民館 
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指標  

（４）事業者などに対する啓発 

 

 施策名 概要 担当課 

1 

ワーク・ライフ・

バランスに関する

啓発 

市の広報紙やホームページ等を活用し、事業者などに対

する情報提供、意識啓発を図ります。 

また、県の「ワーク・ライフ・バランス推進エクセレン

ト企業」認定制度の活用を推進するなど、県、労働局、

商工会議所等と連携し、ワーク・ライフ・バランスへの

理解の促進を図ります。 

生活安全課 

商工課 

 

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 
「ワーク・ライフ・バランス」とい

う用語と内容を知っている人の割合 
32.0％  

 
40.0％ 生活安全課 

 

 

 

仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）が

実現すると…

夫の残業が減り、家事や育児が

分担できるようになって、

私も仕事との両立がしやすくなったわ。

仕事帰りに学校に通って

専門資格を取得。

やりがいも給料もアップしました！

健康づくりや休養のための時間が

取れるから、心身ともに

健康に働いています。

介護休業や介護サービスを上手に利用

して、仕事と介護を両立しています。

働きやすい職場でよかった！

家族との生活が充実すると、

仕事もやる気が出るね。

長時間労働を改善したら、

優秀な社員が介護や子育てで

退職することが減って、意欲的に

仕事をしてくれるようになった。

就職希望者も増えました！
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４ 地域活動における男女共同参画の推進 

 

現状と課題 

本市では「住民主体のまちづくり」の担い手として、市内８地区においてまちづくり推進組織が

設立され、各地区において地域の課題解消や活性化のための活動が展開されています。しかし、人

口減少や少子高齢化などの影響により、事業実施者、参加者ともに固定化傾向があり、地域力の低

下が懸念されます。地域活動における重要事項の決定過程への女性の参画や、地域活動の主体的な

担い手として女性が活躍することを推進し、多様な発想や活動の活性化を図ることによって、新た

な取組も期待されることから、女性の視点を取り入れた地域活動を進めていく必要があります。 

また、市民意識調査によると、男女共同参画の考え方は若い世代ほど浸透していることから、若

者の積極的な社会参画は、市全体の男女共同参画の推進につながると考えられます。 

環境問題については、市民の生活様式を環境への負荷がより小さいものへと変えていくため、環

境保全などに関する市民一人ひとりの関心を高め、身近な生活圏のみならず、より広い範囲で環境

活動を行うことが必要です。しかし、環境問題に関する政策・方針決定過程への女性の参画はまだ

十分とはいえず、女性の参画を進め、環境に関する女性の知識や経験などを反映した施策を展開し

ていく必要があります。 

 

 

施策の方向性 

（１）自治会・まちづくり活動等における男女共同参画の推進 

女性が地域活動に関心を持ち、積極的に参加できるよう、自治会・まちづくり活動等における主

要な役員への女性の就任や、地域における重要事項の決定過程への女性の参画、地域活動の主体的

な担い手として女性が活躍することを推進するための啓発に努めます。 

また、男女共同参画の考え方は若い世代ほど浸透していると考えられることから、地域の活動へ

の若者の参画を促し、地域の活性化及び課題解消につなげるとともに、男女共同参画意識の幅広い世代

への浸透を図ります。 

（２）環境活動等における男女共同参画の推進 

環境問題に関する政策・方針決定過程への女性の参画を進めていくとともに、市民一人ひとりが

地球環境に関心を持ち、行動していくきっかけづくりとして、地域清掃などの身近な取組を継続し

ていきます。 
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指標  

具体的施策と目標指標 

（１）自治会・まちづくり活動等における男女共同参画の推進 

 施策名 概要 担当課 

1 
自治会における女

性役員の登用促進 

自治会における女性の役員登用の促進及び性別による

役割分担をなくし、能力や個性を活かして活動に参画

できるよう意識改革を進め、女性の意見が反映されや

すい体制づくりを推進します。 

市民協働課 

各コミュニティーセンター 

２ 

まちづくり推進組

織における女性役

員の登用推進 

まちづくり推進組織における女性の役員登用の促進及

び性別による役割分担をなくし、能力や個性を活かし

て活動に参画できるよう意識改革を進めます。 

また、女性がまちづくりの主体的な担い手として活躍

できるよう、まちづくり活動への参画を推進します。 

市民協働課 

各コミュニティーセンター 

３ 

地域活動、ボラン

ティア活動等への

参画の推進 

地域活動やボランティア活動、福祉活動等に、誰もが

気軽に参加できるよう、研修や活動機会の周知に努め

ます。 

市民協働課 

社会教育課 

社会福祉課 

4 
若者の社会参画の

推進 

男女共同参画の意識が浸透している若者の社会参画を

促進するため、地域の活性化及び課題解消に取り組む

域学連携事業を推進します。 

市民協働課 

 

 

 

 

 

 

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

1 自治会長に占める女性の割合 0.9％   10.0％ 市民協働課 

2 
まちづくり推進会議の理事・評議員

に占める女性の割合 
20.9％   2５.0％ 市民協働課 

 

 

（２）環境活動等における男女共同参画の推進 

 施策名 概要 担当課 

1 
環境活動に係る地

域リーダーの育成 

市民の自主的な環境活動への取組を推進するため、環境

活動に係る地域リーダーを育成し、市民の自主的な活動

を促進します。 

環境課 

「域学連携」とは？ 

学生及び引率者が地域に入り、住民とともに地域の活性化又は課題解消に取り組むこと。 
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基本目標Ⅱ 健康で安全・安心な暮らしができるまちづくり 

１ あらゆる暴力の根絶【瑞浪市ＤＶ防止基本計画】 

 

現状と課題 

配偶者等に対する暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、決して許されるもので

はありません。親密な関係にある男女間で振るわれる暴力「ドメスティック・ バイオレンス（以下

「ＤＶ」という。）」には、身体的暴力のほかに精神的暴力や性的暴力、経済的暴力が含まれていま

す。 

市民意識調査によると、「配偶者や恋人に殴られたり、蹴られたり、突き飛ばされたことがある」

と回答した人は全体の 7.2％、また「したことがある」と回答した人は 4.4％ありました。（図表

12）近年では、「配偶者間の暴力」だけでなく、特に若い恋人同士の間で起きる「交際相手に対す

る暴力（以下デートＤＶという。）」も問題となっています。 

ＤＶに関する相談は、岐阜県では令和３（2021）年度中に3,142件あり、そのうち県機関相談

件数や女性センター件数も同様に増減を繰り返しています。（図表 13）瑞浪市（子育て支援課）に

おけるＤＶ相談件数は、令和２（2020）年度以降 40 件を超えており、相談内容は複雑多様化し

ているため、さらなる支援体制の充実が必要です。（図表 14） 

また、市民意識調査では、男女間における暴力を防止するためには、「被害者が早期に相談できる

よう、身近な相談窓口を整備する」「学校・大学で児童・生徒・学生に対し、暴力を防止するための

教育を行う」「家庭で保護者が子どもに対し、暴力を防止するための教育を行う」などが必要である

との結果が出ています。 

被害者が相談しやすい体制づくりを進め、被害の潜在化を防止するとともに、被害者の一時保護

から自立に向けた支援（生活支援や就労支援など）までの継続的な支援体制を充実させることが必

要です。（図表 15） 

 

 

  「ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence）」とは？ 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった人から振るわれる身体的・心理的な暴力のこと。暴

力には身体的なものだけではなく、精神的なもの（心無い言動等）や性的なもの（嫌がっているのに

性的行為を強要する等）を含みます。配偶者暴力防止法においては、被害者を女性には限定していま

せんが、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性です。 

 

「デートＤＶ」とは？ 

ドメスティック・バイオレンスの中でも、特に若い恋人同士の間で起きる暴力のこと。 
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資料：市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県子ども家庭課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援課  
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図表 12 配偶者、恋人などに「殴る、蹴る、突き飛ばす」ことをされたり、したりした経験 

 

 

図表 13 県内相談機関における配偶者暴力相談件数 

 

 

図表 14 ＤＶ相談件数（子育て支援課受付分） 
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施策の方向性 

（１）ＤＶ・ハラスメント等の防止・啓発の推進 

配偶者等に対する暴力やセクシュアル・ハラスメント等の予防と根絶のため、意識啓発や情報提

供、予防啓発などを行うことで、暴力や人権侵害を容認しない社会風土づくりに努めます。また、

若年層向けのリーフレット等の活用や、関係機関との連携などにより、若年層のデートＤＶの予防

啓発に努めます。 

 

（２）安心して相談できる体制の整備 

DV に関する相談内容が複雑多様化していることから、相談支援体制の充実に努めます。 

 

（３）被害者に対する支援機能の充実 

DV の被害者が相談しやすい体制づくりを進め、被害者の一時保護から自立に向けた支援（生活

支援や就労支援など）までの継続的な支援を行います。 

 

具体的施策と目標指標 

（１）ＤＶ・ハラスメント等の防止・啓発の推進 

 施策名 概要 担当課 

1 

配偶者等に対する

暴力を許さない意

識の醸成 

パンフレットや市の広報紙による啓発、学習会の開催等

により、配偶者等に対する暴力の根絶に向け、市民の意

識を高めます。 

子育て支援課 

生活安全課 

２ 

若年層に対する交

際相手間の暴力防

止に向けた啓発の

推進 

若年層向けのリーフレット等を作成し、市内の高校・大

学、イベントや各種窓口での配布により、予防啓発を推

進します。 

配偶者等への暴力防止週間を中心に、女性相談センター

などの関係機関と連携し、若年層に対する予防啓発を推

進します。 

生活安全課 

子育て支援課 

3 
事業者への啓発の

推進 

県、労働局、商工会議所等と連携し、事業者にＤＶや職

場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等の啓発

チラシやパンフレットを配布するなど、DV・ハラスメン

ト等の防止を推進します。 

商工課 

4 

市・教職員に対す

るハラスメント防

止の啓発 

職場や学校におけるあらゆるハラスメントを防止するた

め、市・教職員研修を継続的に実施します。 

学校における人権侵害（あらゆるハラスメント）防止の

ため、アンケートの実施及び、職員、管理職研修を実施

します。 

秘書課 

学校教育課 
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指標  

 

（２）安心して相談できる体制の整備 

 施策名 概要 担当課 

1 相談窓口の周知 

市の広報紙やホームページ等を活用し、相談窓口の周知

を図ります。また、相談窓口を掲載した各種リーフレッ

トを活用し、広く周知します。県、労働局、商工会議所

等と連携し、労働者への相談窓口の周知を図ります。 

子育て支援課 

生活安全課 

商工課 

２ 
関係課及び専門機

関との 連携強化 

被害者からの相談を受けた場合は、民生委員・児童委員

等と連携し、速やかに関係する課や専門機関等（県や警

察、病院等）に引き継ぎができるよう情報共有や連携強

化に努めます。 

子育て支援課 

生活安全課 

商工課 

 

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 
ＤＶの相談窓口を知っている人の割

合（市民意識調査） 
44.1％   67.0％ 生活安全課 

 

 

（３）被害者に対する支援機能の充実 

 施策名 概要 担当課 

1 
ＤＶ被害者への支

援の充実 

ＤＶの内容により、被害者を一時保護し、専門機関等と

連携し、生活支援、就労支援等、自立に向けた継続的な

支援を行います。 

子育て支援課 
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図表 15 ＤＶ被害者への支援体制図 

 

 

女性相談センター
（配偶者暴力支援センター）

・相談、助言、情報提供、

関係機関との連絡調整等
・保護命令制度の説明

・一時保護（保護が必要な

場合に限る。福士事業所
等と今後の生活に向けて

連携）

相

談
相
談

通
報

情報提供の

努力義務

通報努力義務

通報

教示

書面

提出

通知

保護命令申し立て
・身体的暴力

・生命、身体への脅迫

相

談

一時

保護依頼

連携

連携

連携 連携

連携

連携

協働

瑞浪市

〈支援内容〉
・相談、助言、情報提供、

関係機関との連絡調整等

・緊急時における安全確保、
緊急一時保護

・一時保護における女性相

談センターとの連携
・保護命令制度の説明

・自立支援等の情報提供、

助言、実施
・母子生活支援施設への入

所、生活保護の対応 等

警察

・暴力の防止
・被害者の保護

・被害発生防止のために必

要な措置、援助
・保護命令制度の説明

・情報提供、関係機関との

連絡調整 等

地方裁判所

〈保護命令〉
・接近禁止

（６カ月）

・住居からの撤去
（２カ月）

・子への接近禁止

（６カ月）
・親族等への接近禁止

（６カ月）

・電話等の禁止命令
（６カ月）

・住民
・医療機関

・学校、幼児園

・民生委員・児童委員
・子ども相談センター

（児童相談所）

暴力の発見

民間支援

団体等 他の自治体

協働

加害者

発令
指導

警告等

更なる暴力により

生命・身体に重大な

危害を受ける恐れ

が大きい時

ＤＶ被害者

通
報
・
相
談

安
全
確
保

自
立
支
援
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２ 生涯を通じた健康づくりの支援 

 

現状と課題 

すべての人がその人らしく、生き生きと能力を発揮するためには、心身ともに健康でなければな

りません。そのためには男性と女性の双方が互いの身体的な違いを十分に理解し、尊重しあった上

で、正確な知識や情報を入手し、主体的に健康管理に取り組むことが大切です。 

また、生涯を通じて男性と女性が異なる健康上の問題に直面することに配慮する必要があり、そ

の健康状態に応じて適切に自己管理を行うことができるようにするためには、健康教育、相談体制

を確立するとともに、性差医療への理解の推進も必要です。特に女性については、女性特有の検診

や妊娠・出産期における母親の健康管理など、人生の各段階に応じた適切な健康づくりが大切です。

（図表 16、17） 

また、健康づくりには、スポーツや運動による体力づくりも重要です。スポーツや運動には、交

友関係の拡大、ストレス解消などの効果も期待できることから、誰もが地域の中で気軽にスポーツ

を楽しむことができる環境づくりが必要です。 

 

 

 

 

 

 

資料：健康づくり課 

 

 

 

 

 

資料：健康づくり課 

 

 

  

図表 16 市が実施する乳がん検診（人間ドックを含む）の受診率（40歳～69歳） 

 

 

図表 17 市が実施する子宮頸がん検診（人間ドックを含む）の受診率（20歳～69歳） 

 

 

年度 H30（2018） R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） 

受診率 ２７.8% 2８.３% ２５.８% ２５.０% ２４.３% 

年度 H30（2018） R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） 

受診率 16.４% 15.5% 14.8% 14.3% 14.7% 
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施策の方向性 

（１）ライフステージに応じた健康づくりの支援 

市民一人ひとりが、生涯を通じて、性差や健康状態、年齢に応じて、適切に自己管理ができるよ

うに、健康教育や各種健診の実施、また相談体制の充実など、総合的な健康づくりを支援します。 

 

（２）女性の健康づくりに関する支援の充実 

女性が安心して子どもを産み、育てることができ、また生涯を通じて健康的な生活を送るための

基盤づくりに努めます。 

 

具体的施策と目標指標 

（１）ライフステージに応じた健康づくりの支援 

 施策名 概要 担当課 

1 

健康診査等の受診

勧奨と保健指導の

実施 

20歳代・30歳代健診の受診勧奨、保健指導を行い、生

活習慣病の発症や重症化を防ぎます。 
健康づくり課 

２ 
がん検診の実施及

び受診率の向上 

市の広報紙等での啓発、節目年齢者への通知等、受診を

促す取組を実施します。 
健康づくり課 

３ 
健康相談事業の充

実 

栄養相談、精神保健相談、健診結果等に関する相談の機

会を設け、きめ細やかな対応に努めます。 
健康づくり課 

４ 

健康意識を向上さ

せるためのイベン

ト等の開催 

健康講座や講演会等を開催します。 健康づくり課 

５ 
健康づくりの機会

の充実 

スポーツ施設の計画的な整備やスポーツ教室の開催によ

り、幅広い年齢層の市民に健康づくりと交流の機会を提

供します。 

スポーツ文化課 

６ 
こころの健康づく

りの充実 

こころの健康に関する正しい知識の普及やゲートキーパ

ーの養成、「こころの体温計」や精神保健相談等の周

知、活用を進めます。 

健康づくり課 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゲートキーパー」とは？ 

悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のことです。 

 

「こころの体温計」とは？ 

携帯電話やパソコンを利用して、ストレスや落ち込み度を気軽にチェックできるシステムです。瑞浪

市のホームページにて利用できます。 



 

 

000 

第４章 プランの方向性と内容 

第
４
章 

プ
ラ
ン
の
方
向
性
と

内
容 

47 

指標  

（２）女性の健康づくりに関する支援の充実 

 施策名 概要 担当課 

1 

乳がん・子宮頸が

ん等がん検診受診

の勧奨 

乳がん・子宮頸がん検診等女性特有の健康診断の受診を

個別通知や市の広報紙、ホームページ等で勧奨していき

ます。 

健康づくり課 

２ 
妊娠中の女性の健

康支援 

母子健康手帳交付時に妊婦健康診査の受診券を交付し、

妊婦の健康管理の充実と経済的負担の軽減により、安

心・安全な妊娠・出産につなげるとともに、ハイリスク

妊婦には継続した健康支援を行います。 

健康づくり課 

３ 
子育て中の女性の

健康支援 

子どもの健診時に母親の歯科健診や血液検査を行い、母

親の健康意識を高めます。 
健康づくり課 

 

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 
市が実施する乳がん検診（人間ドッ

クを含む）の受診率 
24.3％   ６0.0％ 健康づくり課 

2 
市が実施する子宮頸がん検診（人間

ドックを含む）の受診率 
14.7％ 

 
 ６0.0％ 健康づくり課 
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年度 H30（2018） R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022）

委員数 26 30 30 30 30

うち女性委員 2 2 2 2 2

女性の割合 7.7% 6.7% 6.7% 6.7% 6.7%

３ 防災における男女共同参画の推進 

 

現状と課題 

平成 23（2011）年の東日本大震災、平成 28（2016）年の熊本地震、平成 30（2018）年

の北海道胆振東部地震など、過去の災害対応の経験から、防災、復旧・復興等の各段階において、

男女共同参画の視点を取り入れることの重要性が、広く認識されました。中でも、避難所生活にお

いては、女性専用の更衣室、授乳スペースの確保、女性のみが利用する物資の配布など、女性への

配慮が不可欠となります。これまで男性が主に担ってきた防災においては、こういった女性や子育

てを含めた多様なニーズに対応できないといった過去の災害時における教訓から、防災、復旧・復

興等の各段階において、男女共同参画の視点を取り入れるとともに、それに係る意思決定の場に女

性が参画し、リーダーとして活躍することが必要です。 

本市では、防災訓練への女性の参加は増加傾向にあるものの、政策・方針決定過程への女性の参

画割合は低い水準にあります。（図表 18）防災会議への女性委員の登用促進や女性の消防団員、防

災リーダーの育成などにより、女性の意見やニーズを施策等に反映するとともに、女性が地域防災

の担い手として活躍することを推進していく必要があります。（図表 19） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：生活安全課 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：生活安全課 

  

図表 18 防災会議委員に占める女性の割合 

 

 

図表 19 防災リーダー養成講座に占める女性の割合 

 

 

「防災リーダー養成講座」とは？ 

災害に対する正しい知識と技能を身につけ、地域の防災活動等でリーダーとして活動する人材を養成

するため、平成 24 年度からスタートした瑞浪市独自の講座です。 

年度 H30（2018） R1（2019） R2（2020） R3（2021） R4（2022） 

受講者数 15 29 16 18 17 

うち女性 3 5 6 7 7 

女性の割合 20.0% 17.2% 37.5% 38.9% 41.2% 
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指標  

施策の方向性 

（１）防災活動等における男女共同参画の推進 

日頃からの男女共同参画の推進が、防災や減災、復興を円滑に進めていくためにも大変重要であ

ることから、女性が地域防災の担い手として活躍できるよう、防災会議への女性委員の登用促進や

女性の消防団員の入団促進、防災リーダーの育成などに努めます。 

 

（２）万が一に備えた対応力の強化 

女性、子ども、高齢者など、地域における生活者の多様な視点を防災・減災対策に反映させ、地

域の防災力の向上を図ります。 

 

具体的施策と目標指標 

（１）防災活動等における男女共同参画の推進 

 施策名 概要 担当課 

1 
防災会議における

女性委員の登用 

防災会議委員に女性を登用し、女性の意見を防災計画や

防災体制等に取り入れます。 
生活安全課 

２ 
自主防災組織への

女性の加入推進 

地域の防災活動に女性の視点を反映するとともに、災害

時に女性が活躍できるよう、自主防災組織への加入を推

進します。 

生活安全課 

３ 
女性消防団員の入

団促進 

女性の視点を取り入れた消防団活動をPRし、女性が消防

団に入団しやすい環境を作り、消防団全体の活性化と地

域の防災力向上を図ります。 

消防本部 

警防課 

４ 
女性防災リーダー

の育成 

防災リーダー養成講座（防災士資格取得可能）を開催

し、自治会、まちづくり推進組織、女性団体など、広く

女性の参加を呼びかけます。また、育成した女性防災リ

ーダーが地域防災の担い手として活躍できるよう、その

活動を支援します。 

生活安全課 

 

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 防災会議委員に占める女性の割合 6.7％ 
 

 30.0％ 生活安全課 

2 
女性の瑞浪市防災リーダー認定数

（累計） 
54 人   100 人 生活安全課 
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（２）万が一に備えた対応力の強化 

 施策名 概要 担当課 

１ 
防災訓練及び研修

等への参加促進 

女性が地域防災の担い手として活躍できるよう、地域で

行われる防災訓練への女性の参加について、働きかけま

す。 

生活安全課 

2 

男女共同参画の視

点からの避難所運

営 

防犯ブザー、防犯ライト、授乳用・着替え用などのパー

テーション（間仕切り）や生活物資（生理用品等）な

ど、避難所の資機材や備蓄品の整備を行います。また、

女性等の視点を踏まえた避難所運営のための訓練を行い

ます。 

生活安全課 
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基本目標Ⅲ すべての人の人権が尊重されるまちづくり 

１ 男女共同参画の実現に向けた理解の促進 

 

現状と課題 

男女共同参画社会とは、すべての人が性別に関係なく互いの人権を尊重し、あらゆる場面で個性

や能力を発揮し、活躍することができる社会です。 

しかし、市民意識調査によると、８つの分野のうち、「学校教育の場」を除く７つの分野において

多くの方が「男性が優遇されている」と感じています。（図表 20） 

「社会全体で男性が優遇されている」と感じる理由としては、「男女の役割分担についての社会通

念・慣習・しきたりなどが根強いから」と回答した人が７割以上にのぼることから、「男だから」

「女だから」という「固定的な性別役割分担意識」が、男女の不平等感を生む大きな要因の一つと

なっていることが分かります。（図表 21） 

長年にわたり培われた社会通念や慣習、しきたりを改善することは、容易ではありません。平成

14（2002）年から平成 24（2012）年までは男女の不平等感は改善傾向にあったものの、平成

29（2017）年以降は「男性が優遇されている」と感じている人の割合が再び多くなってきていま

す。（図表 22） 

今後も市民一人ひとりに人権尊重、男女平等に関する啓発を継続し、子どものころからの男女平

等教育の充実など、地道な取組が必要です。 

また、男女共同参画の視点に立ち、性的指向や性自認（ジェンダーアイデンティティ）を理由に

差別が行われることのないよう、岐阜県パートナーシップ宣誓制度の活用、性的マイノリティ（Ｌ

ＧＢＴ等）についての正しい知識の普及や性の多様性の理解に向けた啓発等が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「性的指向」とは？ 

恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいいます。 

 

「性自認（ジェンダーアイデンティティ）」とは？ 

自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいいます。 

 

「岐阜県パートナーシップ宣誓制度」とは？ 

「お互いの人生において、相互に協力して継続的に生活を共にすることを約束した二者」の関係にあ

る二人が、岐阜県知事に対して宣誓し、岐阜県から宣誓者へ「受領証」を交付する制度。 

 

「性的マイノリティ（ＬＧＢＴ等）」とは？ 

性のあり方が多数派と異なる人。性的少数者、セクシュアルマイノリティともいいます。ＬＧＢＴと

は、代表的な性的マイノリティのレズビアン（Lesbian：同性を恋愛や性愛の対象とする女性）、ゲイ

（Gay：同性を恋愛や性愛の対象とする男性）、バイセクシュアル（Bisexual：同性も異性も恋愛や性

愛の対象とする人）、トランスジェンダー（Transgender：出生時の戸籍上の性とは異なる性自認を

有する人）の頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的マイノリティを表す言葉の一つとして使われ

ることもあります。 
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資料：市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市民意識調査  

図表 20 男女平等に対する意識調査 

 

 

図表 21 社会全体で男性の方が優遇されていると思う主な理由 
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資料：市民意識調査 

 

 

 

 

 

 

  

図表 22 男女平等意識の推移 

 

 

〈表の見方〉 

市民意識調査の回答を以下の基準に換算して、設問ごとに平均点を出してあります。点数が０に
近づくほど、「男女平等である」と感じている人が多く、点数が低いほど「男性が優遇されてい
る」と感じている人が多いことを表しています。 
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施策の方向性 

（１）男女共同参画に関する意識の普及・啓発 

男女共同参画意識を根付かせるために、市民一人ひとりに人権尊重、男女平等に関する啓発を継

続して行うこと、また子どものころからの男女平等教育の充実など、男女共同参画に関する意識の

普及・啓発に努めます。 

 

（２）男女共同参画に関する情報収集・情報提供 

あらゆる施策に男女共同参画の視点を反映させるために、市民の意識や男女を取り巻く状況を定

期的に把握するとともに、男女共同参画に関する情報の収集に努めます。 

また、関係各課等と連携しながら、男女共同参画の啓発及び取組に関して積極的な情報発信を行

います。 

 

具体的施策と目標指標 

（１）男女共同参画に関する意識の普及・啓発 

 施策名 概要 担当課 

1 

男女共同参画に関

する意識の向上に

向けた啓発 

市の広報紙やホームページ、各種リーフレット等による

啓発を行い、男女がともに自らの意志によって、社会の

あらゆる分野における活動に参画できる環境づくりに努

めます。 

生活安全課 

２ 

男女共同参画社会

推進会議活動の充

実 

各地区代表者が中心となり、講演会や学習会等の企画、

開催等を通じて啓発活動を行い、男女共同参画を推進し

ます。 

生活安全課 

３ 

男女共同参画プラ

ン推進会議（Ｐ．

● 瑞浪市男女共

同参画プラン推進

会議設置要綱参

照。）による進捗管

理 

本プランの進捗を管理し、施策の効果を毎年度検証しま

す。 
生活安全課 
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指標  

（２）男女共同参画に関する情報収集・情報提供 

 施策名 概要 担当課 

1 
男女共同参画に関

する情報収集 

国や県の施策等に関する情報収集に努めます。 

瑞浪市民の意識と現状を把握するため、市民意識調査を

定期的（５年ごと）に実施します。 

また、若者の意識や企業の現状を把握するため、学生及

び企業アンケートを実施します。 

生活安全課 

商工課 

２ 
男女共同参画に関

する情報の発信 

男女共同参画の視点に立ち関係各課等と連携しながら、

多様なツールを活用し、男女共同参画の啓発及び取組み

に関して積極的な情報発信を行います。また、市内で活

躍する女性を市のホームページで紹介する等、関係機関

と連携を図り情報発信を行います。 

生活安全課 

企画政策課 

社会教育課 

 

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 

社会全体について、男女が平等だと

感じている人の割合 

（市民意識調査） 
13.9％   30.0％ 生活安全課 
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２ 男女共同参画の実現に向けた教育の推進 

 

施策の方向性 

（１）人権尊重、男女平等の視点に立った教育の推進 

市民意識調査によると、「社会全体」を含む８つの分野のうち、「学校教育の場」が最も「男女が

平等に近い」と考えられています。男女共同参画意識を根付かせるため、子どものころからの人権

尊重、男女平等の視点に立った教育を推進します。 

また、いまだに生活の中に根強く残る、男女の固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発等

を行います。 

 

（２）多様性を認め合える学習機会の充実 

性的指向や性自認（ジェンダーアイデンティティ）を理由に差別が行われることのないよう、岐

阜県パートナーシップ宣誓制度の活用も含め、性的マイノリティ（LGBT 等）についての正しい知

識の普及や性の多様性の理解に向けた啓発等を行います。 

 

具体的施策と目標指標 

（１）人権尊重、男女平等の視点に立った教育の推進 

 施策名 概要 担当課 

1 

性別にとらわれな

い進路学習（キャ

リア教育）の推進 

キャリア・パスポートを活用し、性別にとらわれず、個

性や適性に応じた職業選択が出来ることを指導します。 

学校教育課 

教育研究所 

2 
総合的な学習の時

間等の充実 

地域や家庭と連携協働し、各学校の総合的な学習の時間

において、体験学習や、人権に関する学習に取り組みま

す。誰にでも見やすく、理解しやすいユニバーサルデザ

インの視点に沿った教材を活用した授業を進めます。 

学校教育課 

教育研究所 

３ 

学校における人権

意識に基づいた性

教育の推進 

保健体育及び道徳の学習で、発達段階に即した性教育を

進めます。また、授業等で性別に関係なく互いの個性を

尊重し合う態度の育成を図ります。 

学校教育課 

教育研究所 

４ 保護者への啓発 
保護者懇談会、PTA の家庭教育学級や通信等で家庭にお

ける男女平等の理念を伝えていきます。 

学校教育課 

教育研究所 

５ 

教職員に対する男

女平等・人権教育

研修の実施 

教職員の人権意識を高めるために、管理職が中心とな

り、年間計画の中に位置づけた研修を充実させていきま

す。 

学校教育課 

教育研究所 

６ 

慣習・しきたりの

見直しと意識の改

革に向けた取組 

家庭、地域、職場などにおける固定的な性別役割分担意

識の見直しと解消に向け、市民向け講演会や学習会等を

開催し、啓発を行います。 

生活安全課 
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指標  

目標指標及び目標値 

  現状値 
令和 4 年度 

  
目標値 

令和 1５年度 
担当課 

１ 

社会通念・慣習・しきたりについ

て、男女が平等だと感じている人の

割合（市民意識調査） 
10.9％ 

 
 25.0％ 生活安全課 

 

 

（２）多様性を認め合える学習機会の充実 

 

 施策名 概要 担当課 

１ 

性的マイノリティ

に対する理解の推

進 

性の多様性について正しい知識を持てるよう、市民向け

講演会等を開催し、学習機会の充実を図ります。 
生活安全課 

２ 
パートナーシップ

制度の理解促進 

岐阜県パートナーシップ宣誓制度を活用するとともに、

制度を利用しやすい機運をつくるため、さまざまな学習

機会を通して、パートナーシップ制度の理解を促進しま

す。 

生活安全課 
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第
５
章 

プ
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ン
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第５章 プランの推進 

1. プランの進行管理 

本プランの施策を効率的かつ効果的に実施していくため、プランに基づく各施策の進捗状況を定

期的に評価・検証し、次年度以降の施策の推進に反映します。また、「計画（Ｐｌａｎ）」「実行（Ｄ

ｏ）」「調査・評価（Ｃｈｅｃｋ）」「改善（Ａｃｔｉｏｎ）」【ＰＤＣＡサイクル】のなかで、市民・

事業者などの参画促進により、施策・事業の実効性を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. プランの推進体制 

プランをより効果的に進めていくためには、市民一人ひとりの取組や協力が重要となります。よ

り多くの市民に対して、本プランの周知に努めるとともに、行政、市民、事業者が連携・協働して、

男女共同参画社会の実現に向けて取組を推進します。 

庁内推進体制 

施策の内容や進捗状況などの定期的な評価・見直しを行い、その結果を市民に公表します。 

市民、事業者、関係機関等との連携・協働 

市民、事業者等と連携・協働のもと取組を推進します。また、国、県、他市町、教育機関等との

連携を強化し、情報交換等を積極的に行います。  

Plan 

Do 

Check 

Action PDCA 
サイクル 

施策の進捗評価、課題、今後の方向性等の確認 

具体的な施策の展開 

計画の立案、策定、見直し 

改善の検討 



 

 

 

  



 

 

 
資料 
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資
料 

１）男女平等に関する意識について ２）家庭生活・結婚・家庭観について 

３）生活の中での優先度について ４）女性の働き方について 

５）地域活動・社会活動について ６）介護について 

７）人権について   ８）性的マイノリティについて 

９）防災の分野について  10）男女共同参画社会に関する施策について 

資料 

1. アンケート調査実施概要 

調査の目的 

本調査は、市民の男女共同参画に関する意識と実態を把握し、「第３次みずなみ男女共同参画プラ

ン」（計画期間 10 年：令和６～15 年度）の策定と今後の男女共同参画社会の推進のための施策実

施の基礎資料とするために実施しました。 

 

調査対象及び調査方法 

 
調査対象 瑞浪市内に居住する満 18 歳以上 75 歳未満の男女 

調査数 1,000 

抽出方法 年齢層別無作為抽出 

調査期間 令和４年８月 10 日～９月７日 
 
 

調査票の回収数 

 

配布数 １,０００ 

有効回収数 443 

有効回収率 44.3％ 
 
 

設問構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

集計方法 

・本文に掲載したグラフ・表中の「n」はアンケートの回収数を示しています。 

・比率はすべて百分率（％）で表し、小数点第２位を四捨五入して算出しています。従って、合

計が 100.0％にならない場合もあります。 

・複数回答の場合、回答の合計比率が 100.0％を超える場合があります。 



 

 

64  

資
料 

2. 関係法令 

男女共同参画社会基本法 

（平成１１年６月２３日法律第７８号） 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に

向けた様々な取組が、国際社会における取組と

も連動しつつ、着実に進められてきたが、なお

一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成

熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対

応していく上で、男女が、互いにその人権を尊

重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりな

く、その個性と能力を十分に発揮することがで

きる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題と

なっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社

会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最

重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野にお

いて、男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策の推進を図っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての

基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来

に向かって国、地方公共団体及び国民の男女共

同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計

画的に推進するため、この法律を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共

同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 男女共同参画社会の形成 男女が、社会

の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を

形成することをいう。 

（２） 積極的改善措置 前号に規定する機会に

係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当

該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人

としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されること

その他の男女の人権が尊重されることを旨とし

て、行われなければならない。 

（社会における制度又は慣行についての配慮） 

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、

社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会におけ

る活動の選択に対して中立でない影響を及ぼす

ことにより、男女共同参画社会の形成を阻害す

る要因となるおそれがあることにかんがみ、社

会における制度又は慣行が男女の社会における

活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中

立なものとするように配慮されなければならな

い。 

（政策等の立案及び決定への共同参画） 

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会

の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案
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及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ

とを旨として、行われなければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成す

る男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動

について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるよ

うにすることを旨として、行われなければならな

い。 

（国際的協調） 

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会

における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調

の下に行われなければならない。 

（国の責務） 

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共

同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を

含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施

する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男

女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域

の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。 

（国民の責務） 

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他

の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ

とり、男女共同参画社会の形成に寄与するように

努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告等） 

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社

会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提

出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画

社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らか

にした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ

ばならない。 

第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関 

する基本的施策 

（男女共同参画基本計画） 

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本

的な計画（以下「男女共同参画基本計画」とい

う。）を定めなければならない。 

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項につ

いて定めるものとする。 

（１） 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

（２） 前号に掲げるもののほか、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策を総合的か

つ計画的に推進するために必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴

いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。 

5 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更

について準用する。 

（都道府県男女共同参画計画等） 

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘

案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本

的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。 

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項

について定めるものとする。 
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（１） 都道府県の区域において総合的かつ長

期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

（２） 前号に掲げるもののほか、都道府県の

区域における男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

3 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県

男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策についての基本的な計画（以下「市町村男女

共同参画計画」という。）を定めるように努めな

ければならない。 

4 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画

計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社

会の形成に配慮しなければならない。 

（国民の理解を深めるための措置） 

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通

じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。 

（苦情の処理等） 

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策について

の苦情の処理のために必要な措置及び性別による

差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を

阻害する要因によって人権が侵害された場合にお

ける被害者の救済を図るために必要な措置を講じ

なければならない。 

（調査研究） 

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女

共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。 

（国際的協調のための措置） 

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的

協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に

関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う

活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。 

第３章 男女共同参画会議 

（設置） 

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会

議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

（１） 男女共同参画基本計画に関し、第１３

条第３項に規定する事項を処理すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、内閣総理大

臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参

画社会の形成の促進に関する基本的な方針、

基本的な政策及び重要事項を調査審議するこ

と。 

（３） 前２号に規定する事項に関し、調査審

議し、必要があると認めるときは、内閣総理

大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べるこ

と。 

（４） 政府が実施する男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策の実施状況を監視し、

及び政府の施策が男女共同参画社会の形成に

及ぼす影響を調査し、必要があると認めると

きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。 

（組織） 

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもっ
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て組織する。 

（議長） 

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 

2 議長は、会務を総理する。 

（議員） 

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 

（１） 内閣官房長官以外の国務大臣のうちか

ら、内閣総理大臣が指定する者 

（２） 男女共同参画社会の形成に関し優れた

識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が

任命する者 

2 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員

の総数の１０分の５未満であってはならない。 

3 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一

方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の１

０分の４未満であってはならない。 

4 第１項第２号の議員は、非常勤とする。 

（議員の任期） 

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年

とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

2 前条第１項第２号の議員は、再任されることが

できる。 

（資料提出の要求等） 

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために

必要があると認めるときは、関係行政機関の長に

対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の

提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め

ることができる。 

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必

要があると認めるときは、前項に規定する者以外

の者に対しても、必要な協力を依頼することがで

きる。 

（政令への委任） 

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織

及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事

項は、政令で定める。 

附則抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。 

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律

第７号）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審

議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第１条の規定により置かれた男女共同参画審議会

は、第２１条第１項の規定により置かれた審議会

となり、同一性をもって存続するものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条

第１項の規定により任命された男女共同参画審議

会の委員である者は、この法律の施行の日に、第

２３条第１項の規定により、審議会の委員として

任命されたものとみなす。この場合において、そ

の任命されたものとみなされる者の任期は、同条

第２項の規定にかかわらず、同日における旧審議

会設置法第４条第２項の規定により任命された男

女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間

と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条

第１項の規定により定められた男女共同参画審議

会の会長である者又は同条第３項の規定により指

名された委員である者は、それぞれ、この法律の

施行の日に、第２４条第１項の規定により審議会

の会長として定められ、又は同条第３項の規定に

より審議会の会長の職務を代理する委員として指

名されたものとみなす。 

附則（平成１１年７月１６日法律第１０２号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律

（平成１１年法律第８８号）の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

（１） 略 

（２） 附則第１０条第１項及び第５項、第１

４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３

０条の規定 公布の日 

（委員等の任期に関する経過措置） 



 

 

68  

資
料 

第２８条 この法律の施行の日の前日において次に

掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員そ

の他の職員である者（任期の定めのない者を除

く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の

任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、

その日に満了する。 

（１）から（１０）まで 略 

（１１） 男女共同参画審議会 

（別に定める経過措置） 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほ

か、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、

別に法律で定める。 

附則（平成１１年１２月２２日法律第１６０号）

抄 

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、

平成１３年１月６日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

（以下略） 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護等に関する法律 
（平成１３年４月１３日法律第３１号） 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重

と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女

平等の実現に向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる

行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわ

らず、被害者の救済が必ずしも十分に行われて

こなかった。また、配偶者からの暴力の被害者

は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難

である女性に対して配偶者が暴力を加えること

は、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げ

となっている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女

平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力

を防止し、被害者を保護するための施策を講ず

ることが必要である。このことは、女性に対す

る暴力を根絶しようと努めている国際社会にお

ける取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、

保護、自立支援等の体制を整備することにより、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図

るため、この法律を制定する。 

 

第 1 章 総則 

（定義） 

第１条 この法律において「配偶者からの暴力」と

は、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼ

すものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第

２８条の２において「身体に対する暴力等」と総

称する。）をいい、配偶者からの身体に対する暴

力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその

婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力

等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者から

の暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出を

していないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていな

いが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むも

のとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第２条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力

を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 

第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針） 

第２条の２ 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務

大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第５

項において「主務大臣」という。）は、配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に

関する基本的な方針（以下この条並びに次条第１

項及び第３項において「基本方針」という。）を

定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、

次条第１項の都道府県基本計画及び同条第３項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるも

のとする。 

（１） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本的な事項 

（２） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の内容に関する事項 

（３） その他配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する重要

事項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更

したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。 

（都道府県基本計画等） 
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第２条の３ 都道府県は、基本方針に即して、当該

都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な

計画（以下この条において「都道府県基本計画」

という。）を定めなければならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項

を定めるものとする。 

（１） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する基本的な方針 

（２） 配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護のための施策の実施内容に関する事項 

（３） その他配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する重要

事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本

方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画（以下この条において「市町村基本計画」

という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は

市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道

府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければ

ならない。 

第２章 配偶者暴力相談支援センター等 

（配偶者暴力相談支援センター） 

第３条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人

相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果

たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設に

おいて、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするよう努めるも

のとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの

暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。 

（１） 被害者に関する各般の問題について、

相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相

談を行う機関を紹介すること。 

（２） 被害者の心身の健康を回復させるため、

医学的又は心理学的な指導その他の必要な指

導を行うこと。 

（３） 被害者（被害者がその家族を同伴する

場合にあっては、被害者及びその同伴する家

族。次号、第６号、第５条、第８条の３及び

第９条において同じ。）の緊急時における安全

の確保及び一時保護を行うこと。 

（４） 被害者が自立して生活することを促進

するため、就業の促進、住宅の確保、援護等

に関する制度の利用等について、情報の提供、

助言、関係機関との連絡調整その他の援助を

行うこと。 

（５） 第４章に定める保護命令の制度の利用

について、情報の提供、助言、関係機関への

連絡その他の援助を行うこと。 

（６） 被害者を居住させ保護する施設の利用

について、情報の提供、助言、関係機関との

連絡調整その他の援助を行うこと。 

４ 前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら

行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行

うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う

民間の団体との連携に努めるものとする。 

（婦人相談員による相談等） 

第４条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要

な指導を行うことができる。 

（婦人保護施設における保護） 

第５条 都道府県は、婦人保護施設において被害者

の保護を行うことができる。 

第３章 被害者の保護 

（配偶者からの暴力の発見者による通報等） 

第６条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であ
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った者からの身体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。）を受けている者を発見した者

は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、

その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において、そ

の者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治４０年法律第４５号）の秘密漏示罪

の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前２項の規定により通報することを妨げるものと

解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに

当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、

その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の

利用について、その有する情報を提供するよう努

めなければならない。 

（配偶者暴力相談支援センターによる保護につい

ての説明等） 

第７条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に

関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第３条第３項の規定により配

偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容につ

いて説明及び助言を行うとともに、必要な保護を

受けることを勧奨するものとする。 

（警察官による被害の防止） 

第８条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力

が行われていると認めるときは、警察法（昭和２

９年法律第１６２号）、警察官職務執行法（昭和

２３年法律第１３６号）その他の法令の定めると

ころにより、暴力の制止、被害者の保護その他の

配偶者からの暴力による被害の発生を防止するた

めに必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

（警察本部長等の援助） 

第８条の２ 警視総監若しくは道府県警察本部長

（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面

については、方面本部長。第１５条第３項におい

て同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を

受けている者から、配偶者からの暴力による被害

を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出が

あり、その申出を相当と認めるときは、当該配偶

者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委

員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら

防止するための措置の教示その他配偶者からの暴

力による被害の発生を防止するために必要な援助

を行うものとする。 

（福祉事務所による自立支援） 

第８条の３ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）

に定める福祉に関する事務所（次条において「福

祉事務所」という。）は、生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法

（昭和３９年法律第１２９号）その他の法令の定

めるところにより、被害者の自立を支援するため

に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（被害者の保護のための関係機関の連携協力） 

第９条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警

察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又

は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者

の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行

われるよう、相互に連携を図りながら協力するよ

う努めるものとする。 

（苦情の適切かつ迅速な処理） 

第９条の２ 前条の関係機関は、被害者の保護に係

る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理す

るよう努めるものとする。 

第 4 章 保護命令 

（保護命令） 

第１０条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体

に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。

以下この章において同じ。）を受けた者に限る。

以下この章において同じ。）が、配偶者からの身
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体に対する暴力を受けた者である場合にあっては

配偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者か

らの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離

婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者から引き続き受ける

身体に対する暴力。第１２条第１項第２号におい

て同じ。）により、配偶者からの生命等に対する

脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から

受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に

対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又

はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該

配偶者であった者から引き続き受ける身体に対す

る暴力。同号において同じ。）により、その生命

又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと

きは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生

命又は身体に危害が加えられることを防止するた

め、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力

又は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあ

っては、当該配偶者であった者。以下この条、同

項第３号及び第４号並びに第１８条第１項におい

て同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ず

るものとする。ただし、第２号に掲げる事項につ

いては、申立ての時において被害者及び当該配偶

者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

（１） 命令の効力が生じた日から起算して６

月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活

の本拠としている住居を除く。以下この号に

おいて同じ。）その他の場所において被害者の

身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務

先その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないこと。 

（２） 命令の効力が生じた日から起算して２

月間、被害者と共に生活の本拠としている住

居から退去すること及び当該住居の付近をは

いかいしてはならないこと。 

２ 前項本文に規定する場合において、同項第１号

の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体

に危害が加えられることを防止するため、当該配

偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の

規定による命令の効力が生じた日から起算して６

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各

号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものとする。 

（１） 面会を要求すること。 

（２） その行動を監視していると思わせるよ

うな事項を告げ、又はその知り得る状態に置

くこと。 

（３） 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

（４） 電話をかけて何も告げず、又は緊急や

むを得ない場合を除き、連続して、電話をか

け、ファクシミリ装置を用いて送信し、若し

くは電子メールを送信すること。 

（５） 緊急やむを得ない場合を除き、午後１

０時から午前６時までの間に、電話をかけ、

ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子

メールを送信すること。 

（６） 汚物、動物の死体その他の著しく不快

又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、

又はその知り得る状態に置くこと。 

（７） その名誉を害する事項を告げ、又はそ

の知り得る状態に置くこと。 

（８） その性的羞恥心を害する事項を告げ、

若しくはその知り得る状態に置き、又はその

性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を

送付し、若しくはその知り得る状態に置くこ

と。 

３ 第１項本文に規定する場合において、被害者が

その成年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第１２条第１項第３号において単に「子」とい

う。）と同居しているときであって、配偶者が幼

年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行ってい

ることその他の事情があることから被害者がその

同居している子に関して配偶者と面会することを

余儀なくされることを防止するため必要があると

認めるときは、第１項第１号の規定による命令を

発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立



 

 

 
資料 

73 

資
料 

てにより、その生命又は身体に危害が加えられる

ことを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効

力が生じた日から起算して６月を経過する日まで

の間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本

拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子

の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学す

る学校その他その通常所在する場所の付近をはい

かいしてはならないことを命ずるものとする。た

だし、当該子が１５歳以上であるときは、その同

意がある場合に限る。 

４ 第１項本文に規定する場合において、配偶者が

被害者の親族その他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者（被害者と同居している子及

び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第１２条第１項第４号において「親

族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野

又は乱暴な言動を行っていることその他の事情が

あることから被害者がその親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止する

ため必要があると認めるときは、第１項第１号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所

は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に

危害が加えられることを防止するため、当該配偶

者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して６月

を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。

以下この項において同じ。）その他の場所におい

て当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族

等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるもの

とする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の１５歳

未満の子を除く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が１５歳未満の者又は成年被後

見人である場合にあっては、その法定代理人の同

意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所） 

第１１条 前条第１項の規定による命令の申立てに

係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは居所）の所在地

を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 

２ 前条第１項の規定による命令の申立ては、次の

各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。 

（１） 申立人の住所又は居所の所在地 

（２） 当該申立てに係る配偶者からの身体に

対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われ

た地 

（保護命令の申立て） 

第１２条 第１０条第１項から第４項までの規定に

よる命令（以下「保護命令」という。）の申立て

は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければ

ならない。 

（１） 配偶者からの身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫を受けた状況 

（２） 配偶者からの更なる身体に対する暴力

又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受け

た後の配偶者から受ける身体に対する暴力に

より、生命又は身体に重大な危害を受けるお

それが大きいと認めるに足りる申立ての時に

おける事情 

（３） 第１０条第３項の規定による命令の申

立てをする場合にあっては、被害者が当該同

居している子に関して配偶者と面会すること

を余儀なくされることを防止するため当該命

令を発する必要があると認めるに足りる申立

ての時における事情 

（４） 第１０条第４項の規定による命令の申

立てをする場合にあっては、被害者が当該親

族等に関して配偶者と面会することを余儀な

くされることを防止するため当該命令を発す

る必要があると認めるに足りる申立ての時に

おける事情 

（５） 配偶者暴力相談支援センターの職員又

は警察職員に対し、前各号に掲げる事項につ
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いて相談し、又は援助若しくは保護を求めた

事実の有無及びその事実があるときは、次に

掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当

該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた

日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた

措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項

第５号イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には、申立書には、同項第１号から第４号まで

に掲げる事項についての申立人の供述を記載した

書面で公証人法（明治４１年法律第５３号）第５

８条ノ２第１項の認証を受けたものを添付しなけ

ればならない。 

（迅速な裁判） 

第１３条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件

については、速やかに裁判をするものとする。 

（保護命令事件の審理の方法） 

第１４条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち

会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経

ることにより保護命令の申立ての目的を達するこ

とができない事情があるときは、この限りでない。 

２ 申立書に第１２条第１項第５号イからニまでに

掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署

の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保

護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措

置の内容を記載した書面の提出を求めるものとす

る。この場合において、当該配偶者暴力相談支援

センター又は当該所属官署の長は、これに速やか

に応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項

の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若

しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定

により書面の提出を求めた事項に関して更に説明

を求めることができる。 

（保護命令の申立てについての決定等） 

第１５条 保護命令の申立てについての決定には、

理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論

を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示

せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は

相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日に

おける言渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速

やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通

知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶

者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、

申立書に当該事実に係る第１２条第１項第５号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁

判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配

偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センターが２以上

ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も

遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。 

（即時抗告） 

第１６条 保護命令の申立てについての裁判に対し

ては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及

ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取

消しの原因となることが明らかな事情があること

につき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、

申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずる

ことができる。事件の記録が原裁判所に存する間
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は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。 

４ 前項の規定により第１０条第１項第１号の規定

による命令の効力の停止を命ずる場合において、

同条第２項から第４項までの規定による命令が発

せられているときは、裁判所は、当該命令の効力

の停止をも命じなければならない。 

５ 前２項の規定による裁判に対しては、不服を申

し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が第１０条第１項第１号の規定によ

る命令を取り消す場合において、同条第２項から

第４項までの規定による命令が発せられていると

きは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけ

ればならない。 

７ 前条第４項の規定による通知がされている保護

命令について、第３項若しくは第４項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所が

これを取り消したときは、裁判所書記官は、速や

かに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶

者暴力相談支援センターの長に通知するものとす

る。 

８ 前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合

並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合に

ついて準用する。 

（保護命令の取消し） 

第１７条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命

令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第１

０条第１項第１号又は第２項から第４項までの規

定による命令にあっては同号の規定による命令が

効力を生じた日から起算して３月を経過した後に

おいて、同条第１項第２号の規定による命令にあ

っては当該命令が効力を生じた日から起算して２

週間を経過した後において、これらの命令を受け

た者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申

立てをした者に異議がないことを確認したときも、

同様とする。 

２ 前条第６項の規定は、第１０条第１項第１号の

規定による命令を発した裁判所が前項の規定によ

り当該命令を取り消す場合について準用する。 

３ 第１５条第３項及び前条第７項の規定は、前２

項の場合について準用する。 

（第条第１項第２号の規定による命令の再度の申

立て） 

第１８条 第１０条第１項第２号の規定による命令

が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての

理由となった身体に対する暴力又は生命等に対す

る脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定によ

る命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、

配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することので

きない事由により当該発せられた命令の効力が生

ずる日から起算して２月を経過する日までに当該

住居からの転居を完了することができないことそ

の他の同号の規定による命令を再度発する必要が

あると認めるべき事情があるときに限り、当該命

令を発するものとする。ただし、当該命令を発す

ることにより当該配偶者の生活に特に著しい支障

を生ずると認めるときは、当該命令を発しないこ

とができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第１２条の規

定の適用については、同条第１項各号列記以外の

部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第１号、

第２号及び第５号に掲げる事項並びに第１８条第

１項本文の事情」と、同項第５号中「前各号に掲

げる事項」とあるのは「第１号及び第２号に掲げ

る事項並びに第１８条第１項本文の事情」と、同

条第２項中「同項第１号から第４号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第１号及び第２号に掲げ

る事項並びに第１８条第１項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等） 

第１９条 保護命令に関する手続について、当事者

は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若し

くは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又

は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ

とができる。ただし、相手方にあっては、保護命

令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び

出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対す

る保護命令の送達があるまでの間は、この限りで
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ない。 

（法務事務官による宣誓認証） 

第２０条 法務局若しくは地方法務局又はその支局

の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大

臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支

局に勤務する法務事務官に第１２条第２項（第１

８条第２項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の認証を行わせることができる。 

（民事訴訟法の準用） 

第２１条 この法律に特別の定めがある場合を除き、

保護命令に関する手続に関しては、その性質に反

しない限り、民事訴訟法（平成８年法律第１０９

号）の規定を準用する。 

（最高裁判所規則） 

第２２条 この法律に定めるもののほか、保護命令

に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規

則で定める。 

第５章 雑則 

（職務関係者による配慮等） 

第２３条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、

捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項におい

て「職務関係者」という。）は、その職務を行う

に当たり、被害者の心身の状況、その置かれてい

る環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等

を問わずその人権を尊重するとともに、その安全

の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければ

ならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被

害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する

理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うも

のとする。 

（教育及び啓発） 

第２４条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止に関する国民の理解を深めるための教育

及び啓発に努めるものとする。 

（調査研究の推進等） 

第２５条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者

の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康

を回復させるための方法等に関する調査研究の推

進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質

の向上に努めるものとする。 

（民間の団体に対する援助） 

第２６条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行

う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努め

るものとする。 

（都道府県及び市の支弁） 

第２７条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支

弁しなければならない。 

（１） 第３条第３項の規定に基づき同項に掲

げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費

用（次号に掲げる費用を除く。） 

（２） 第３条第３項第３号の規定に基づき婦

人相談所が行う一時保護（同条第４項に規定

する厚生労働大臣が定める基準を満たす者に

委託して行う場合を含む。）に要する費用 

（３） 第４条の規定に基づき都道府県知事の

委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用 

（４） 第５条の規定に基づき都道府県が行う

保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認

める者に委託して行う場合を含む。）及びこれ

に伴い必要な事務に要する費用 

２ 市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する

婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。 

（国の負担及び補助） 

第２８条 国は、政令の定めるところにより、都道

府県が前条第１項の規定により支弁した費用のう

ち、同項第１号及び第２号に掲げるものについて

は、その１０分の５を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げ

る費用の１０分の５以内を補助することができる。 

（１） 都道府県が前条第１項の規定により支

弁した費用のうち、同項第３号及び第４号に

掲げるもの 

（２） 市が前条第２項の規定により支弁した
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費用 

第５章の２ 補則 

（この法律の準用） 

第２８条の２ 第２条及び第１章の２から前章まで

の規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係

における共同生活に類する共同生活を営んでいな

いものを除く。）をする関係にある相手からの暴

力（当該関係にある相手からの身体に対する暴力

等をいい、当該関係にある相手からの身体に対す

る暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消

した場合にあっては、当該関係にあった者から引

き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び

当該暴力を受けた者について準用する。この場合

において、これらの規定中「配偶者からの暴力」

とあるのは「第２８条の２に規定する関係にある

相手からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもの

とする。 

 

 

第２条 被害者 被害者（第２８

条の２に規定す

る関係にある相

手からの暴力を

受けた者をい

う 。 以 下 同

じ。） 

第６条第１項 配偶者又

は配偶者

であった

者 

同条に規定する

関係にある相手

又は同条に規定

する関係にある

相手であった者 

第１０条第１項か

ら第４項まで、第

１１条第２項第２

号、第１２条第１

項第１号から第４

号まで及び第１８

条第１項 

 

配偶者 第２８条の２に

規定する関係に

ある相手 

第１０条第１項 離 婚 を 第２８条の２に

し、又は

その婚姻

が取り消

された場

合 

規定する関係を

解消した場合 

 

第６章 罰則 

第２９条 保護命令（前条において読み替えて準用

する第１０条第１項から第４項までの規定による

ものを含む。次条において同じ。）に違反した者

は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に

処する。 

第３０条 第１２条第１項（第１８条第２項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第

２８条の２において読み替えて準用する第１２条

第１項（第２８条の２において準用する第１８条

第２項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）の規定により記載すべき事項について虚偽

の記載のある申立書により保護命令の申立てをし

た者は、１０万円以下の過料に処する。 

附則抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を

経過した日から施行する。ただし、第２章、第６

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限

る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支援セン

ターに係る部分に限る。）、第２７条及び第２８条

の規定は、平成１４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成１４年３月３１日までに婦人相談所に

対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関

して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合

における当該被害者からの保護命令の申立てに係

る事件に関する第１２条第１項第４号並びに第１

４条第２項及び第３項の規定の適用については、

これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」

とあるのは、「婦人相談所」とする。 

（検討） 

第３条 この法律の規定については、この法律の施

行後３年を目途として、この法律の施行状況等を
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勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必

要な措置が講ぜられるものとする。 

附則（平成１６年６月２日法律第６４号） 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を

経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（次項において「旧法」という。）

第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規

定による命令に関する事件については、なお従前

の例による。 

２ 旧法第１０条第２号の規定による命令が発せら

れた後に当該命令の申立ての理由となった身体に

対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を

及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律に

よる改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護に関する法律（以下「新法」という。）第

１０条第１項第２号の規定による命令の申立て

（この法律の施行後最初にされるものに限る。）

があった場合における新法第１８条第１項の規定

の適用については、同項中「２月」とあるのは、

「２週間」とする。 

（検討） 

第３条 新法の規定については、この法律の施行後

３年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置

が講ぜられるものとする。 

附則（平成１９年７月１１日法律第１１３号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を

経過した日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この法律の施行前にしたこの法律による改

正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第１０条の規定による命令の申立て

に係る同条の規定による命令に関する事件につい

ては、なお従前の例による。 

附則（平成２５年７月３日法律第７２号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して６月を経過

した日から施行する。 

附則（平成２６年４月２３日法律第２８号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２７年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

（１） 略 

（２） 第２条並びに附則第３条、第７条から

第１０条まで、第１２条及び第１５条から第

１８条までの規定 平成２６年１０月１日 

附則（令和元年６月２６日法律第４６号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和２年４月１日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

（１） 附則第４条、第７条第１項及び第８条

の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第４条 前２条に規定するもののほか、この法律の

施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第８条 政府は、附則第１条第１号に掲げる規定の

施行後３年を目途に、配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護等に関する法律第６条第１項及び

第２項の通報の対象となる同条第１項に規定する

配偶者からの暴力の形態並びに同法第１０条第１

項から第４項までの規定による命令の申立てをす

ることができる同条第１項に規定する被害者の範

囲の拡大について検討を加え、その結果に基づい

て必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行

後３年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律第１条第１項に規定す

る配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会にお

ける更生のための指導及び支援の在り方について

検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講
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ずるものとする。 

附則（令和４年５月２５日法律第５２号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和６年４月１日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

（１） 次条並びに附則第３条、第５条及び第

３８条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第３８条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附則（令和４年６月１７日法律第６８号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

（１） 第５０９条の規定 公布の日 

附則（令和５年５月１９日法律第３０号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和６年４月１日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

（１） 附則第７条の規定 公布の日 

（２） 第２１条の改正規定 民事訴訟法等の

一部を改正する法律（令和４年法律第４８号。

附則第３条において「民事訴訟法等改正法」

という。）附則第１条第４号に掲げる規定の施

行の日 

（政令への委任） 

第７条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措

置を含む。）は、政令で定める。 

附則（令和５年６月１４日法律第５３号）抄 

この法律は、公布の日から起算して５年を超

えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

（１） 第３２章の規定及び第３８８条の規定 

公布の日 

（２） 第１条中民事執行法第２２条第５号の

改正規定、同法第２５条の改正規定、同法第

２６条の改正規定、同法第２９条の改正規定

（「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録さ

れている事項の全部を記録した電磁的記録」

を加える部分を除く。）、同法第９１条第１項

第３号の改正規定、同法第１４１条第１項第

３号の改正規定、同法第１８１条第１項の改

正規定、同条第４項の改正規定、同法第１８

３条の改正規定、同法第１８９条の改正規定

及び同法第１９３条第１項の改正規定、第１

２条、第３３条、第３４条、第３６条及び第

３７条の規定、第４２条中組織的な犯罪の処

罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第３９

条第２項の改正規定、第４５条の規定（民法

第９８条第２項及び第１５１条第４項の改正

規定を除く。）、第４７条中鉄道抵当法第４１

条の改正規定及び同法第４３条第３項の改正

規定、第４８条及び第４章の規定、第８８条

中民事訴訟費用等に関する法律第２条の改正

規定、第９１条の規定、第１８５条中配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律第１２条第３項の改正規定、第１９８

条の規定並びに第３８７条の規定 公布の日

から起算して２年６月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日 
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女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律 
（平成２７年９月４日号外法律第６４号） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、近年、自らの意思によって職

業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性

と能力を十分に発揮して職業生活において活躍す

ること（以下「女性の職業生活における活躍」と

いう。）が一層重要となっていることに鑑み、男

女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）

の基本理念にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進について、その基本原則を定め、並び

に国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかに

するとともに、基本方針及び事業主の行動計画の

策定、女性の職業生活における活躍を推進するた

めの支援措置等について定めることにより、女性

の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進

し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な

少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することを目的とする。 

（基本原則） 

第２条 女性の職業生活における活躍の推進は、職

業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を

踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又

は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇

進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に

関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、

かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した

職場における慣行が女性の職業生活における活躍

に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力

が十分に発揮できるようにすることを旨として、

行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業生

活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護そ

の他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退

職することが多いことその他の家庭生活に関する

事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構

成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と

社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活

における活動について家族の一員としての役割を

円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うた

めに必要な環境の整備等により、男女の職業生活

と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能とな

ることを旨として、行われなければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当たって

は、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、

本人の意思が尊重されるべきものであることに留

意されなければならない。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第３条 国及び地方公共団体は、前条に定める女性

の職業生活における活躍の推進についての基本原

則（次条及び第５条第１項において「基本原則」

という。）にのっとり、女性の職業生活における

活躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこ

れを実施しなければならない。 

（事業主の責務） 

第４条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇用

し、又は雇用しようとする女性労働者に対する職

業生活に関する機会の積極的な提供、雇用する労

働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用

環境の整備その他の女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を自ら実施するよう努めると

ともに、国又は地方公共団体が実施する女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策に協力し

なければならない。 

第２章 基本方針等 

（基本方針） 

第５条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職業

生活における活躍の推進に関する施策を総合的か

つ一体的に実施するため、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」

という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。 

（１） 女性の職業生活における活躍の推進に
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関する基本的な方向 

（２） 事業主が実施すべき女性の職業生活に

おける活躍の推進に関する取組に関する基本

的な事項 

（３） 女性の職業生活における活躍の推進に

関する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進する

ための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るため

に必要な環境の整備に関する事項 

ハ その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策に関する重要事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、女性の職

業生活における活躍を推進するために必要な

事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定

があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しな

ければならない。 

５ 前２項の規定は、基本方針の変更について準用

する。 

（都道府県推進計画等） 

第６条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都

道府県の区域内における女性の職業生活における

活躍の推進に関する施策についての計画（以下こ

の条において「都道府県推進計画」という。）を

定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定め

られているときは、基本方針及び都道府県推進計

画）を勘案して、当該市町村の区域内における女

性の職業生活における活躍の推進に関する施策に

ついての計画（次項において「市町村推進計画」

という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は

市町村推進計画を定め、又は変更したときは、遅

滞なく、これを公表しなければならない。 

第３章 事業主行動計画等 

第１節 事業主行動計画策定指針 

第７条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務

大臣は、事業主が女性の職業生活における活

躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的に

実施することができるよう、基本方針に即し

て、次条第１項に規定する一般事業主行動計

画及び第１９条第一項に規定する特定事業主

行動計画（次項において「事業主行動計画」

と総称する。）の策定に関する指針（以下「事

業主行動計画策定指針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に

掲げる事項につき、事業主行動計画の指針と

なるべきものを定めるものとする。 

（１） 事業主行動計画の策定に関する基本

的な事項 

（２） 女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の内容に関する事項 

（３） その他女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣

は、事業主行動計画策定指針を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなけ

ればならない。 

第２節 一般事業主行動計画等 

（一般事業主行動計画の策定等） 

第８条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって、常時雇用す

る労働者の数が百人を超えるものは、事業主行動

計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一

般事業主が実施する女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に関する計画をいう。以下同

じ。）を定め、厚生労働省令で定めるところによ

り、厚生労働大臣に届け出なければならない。こ

れを変更したときも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

（１） 計画期間 

（２） 女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施により達成しようとする目
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標 

（３） 実施しようとする女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更しようとするときは、厚

生労働省令で定めるところにより、採用した労働

者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年

数の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労

働者に占める女性労働者の割合その他のその事業

における女性の職業生活における活躍に関する状

況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進

するために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければならな

い。この場合において、前項第２号の目標につい

ては、採用する労働者に占める女性労働者の割合、

男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時

間、管理的地位にある労働者に占める女性労働者

の割合その他の数値を用いて定量的に定めなけれ

ばならない。 

４ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを労働者に周知さ

せるための措置を講じなければならない。 

５ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画を定め、又は変更したときは、厚生労働省

令で定めるところにより、これを公表しなければ

ならない。 

６ 第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行

動計画に基づく取組を実施するとともに、一般事

業主行動計画に定められた目標を達成するよう努

めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の数

が１００人以下のものは、事業主行動計画策定指

針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労

働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届

け出るよう努めなければならない。これを変更し

たときも、同様とする。 

８ 第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更しようとする

場合について、第４項から第６項までの規定は前

項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を

定め、又は変更した場合について、それぞれ準用

する。 

（基準に適合する一般事業主の認定） 

第９条 厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の

規定による届出をした一般事業主からの申請に基

づき、厚生労働省令で定めるところにより、当該

事業主について、女性の職業生活における活躍の

推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況

が優良なものであることその他の厚生労働省令で

定める基準に適合するものである旨の認定を行う

ことができる。 

（認定一般事業主の表示等） 

第１０条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の

提供の用に供する物、商品又は役務の広告又は取

引に用いる書類若しくは通信その他の厚生労働省

令で定めるもの（次項及び第１４条第１項におい

て「商品等」という。）に厚生労働大臣の定める

表示を付することができる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、商

品等に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付

してはならない。 

（認定の取消し） 

第１１条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の

各号のいずれかに該当するときは、第９条の認定

を取り消すことができる。 

（１） 第９条に規定する基準に適合しなくな

ったと認めるとき。 

（２） この法律又はこの法律に基づく命令に

違反したとき。 

（３） 不正の手段により第９条の認定を受け

たとき。 

（基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第１２条 厚生労働大臣は、認定一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところによ

り、当該事業主について、女性の職業生活におけ



 

 

 
資料 

83 

資
料 

る活躍の推進に関する取組に関し、当該事業主の

策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施

し、当該一般事業主行動計画に定められた目標を

達成したこと、雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和４７年

法律第１１３号）第１３条の２に規定する業務を

担当する者及び育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３

年法律第７６号）第２９条に規定する業務を担当

する者を選任していること、当該女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組の実施の状況が

特に優良なものであることその他の厚生労働省令

で定める基準に適合するものである旨の認定を行

うことができる。 

（特例認定一般事業主の特例等） 

第１３条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「特例認定一般事業主」という。）については、

第８条第１項及び第７項の規定は、適用しない。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定める

ところにより、毎年少なくとも１回、女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組の実施の状

況を公表しなければならない。 

（特例認定一般事業主の表示等） 

第１４条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生労

働大臣の定める表示を付することができる。 

２ 第１０条第２項の規定は、前項の表示について

準用する。 

（特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第１５条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主が

次の各号のいずれかに該当するときは、第１２条

の認定を取り消すことができる。 

（１） 第１１条の規定により第９条の認定を

取り消すとき。 

（２） 第１２条に規定する基準に適合しなく

なったと認めるとき。 

（３） 第１３条第２項の規定による公表をせ

ず、又は虚偽の公表をしたとき。 

（４） 前号に掲げる場合のほか、この法律又

はこの法律に基づく命令に違反したとき。 

（５） 不正の手段により第１２条の認定を受

けたとき。 

（委託募集の特例等） 

第１６条 承認中小事業主団体の構成員である中小

事業主（一般事業主であって、常時雇用する労働

者の数が３００人以下のものをいう。以下この項

及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業

主団体をして女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組の実施に関し必要な労働者の募集を

行わせようとする場合において、当該承認中小事

業主団体が当該募集に従事しようとするときは、

職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３６

条第１項及び第３項の規定は、当該構成員である

中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団体」

とは、事業協同組合、協同組合連合会その他の特

別の法律により設立された組合若しくはその連合

会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社

団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とす

るもの（厚生労働省令で定める要件に該当するも

のに限る。）のうち、その構成員である中小事業

主に対して女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組を実施するための人材確保に関する相

談及び援助を行うものであって、その申請に基づ

いて、厚生労働大臣が、当該相談及び援助を適切

に行うための厚生労働省令で定める基準に適合す

る旨の承認を行ったものをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に

規定する基準に適合しなくなったと認めるときは、

同項の承認を取り消すことができる。 

４ 承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集

に従事しようとするときは、厚生労働省令で定め

るところにより、募集時期、募集人員、募集地域

その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省

令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければ

ならない。 

５ 職業安定法第３７条第２項の規定は前項の規定

による届出があった場合について、同法第５条の

３第１項及び第４項、第５条の４第１項及び第２
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項、第５条の５、第３９条、第４１条第２項、第

４２条、第４８条の３第１項、第４８条の４、第

５０条第１項及び第２項並びに第５１条の規定は

前項の規定による届出をして労働者の募集に従事

する者について、同法第４０条の規定は同項の規

定による届出をして労働者の募集に従事する者に

対する報酬の供与について、同法第５０条第３項

及び第４項の規定はこの項において準用する同条

第２項に規定する職権を行う場合について、それ

ぞれ準用する。この場合において、同法第３７条

第２項中「労働者の募集を行おうとする者」とあ

るのは「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律第１６条第４項の規定による届出をして

労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第

４１条第２項中「当該労働者の募集の業務の廃止

を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替

えるものとする。 

６ 職業安定法第３６条第２項及び第４２条の２の

規定の適用については、同法第３６条第２項中

「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労

働者の募集に従事させようとする者がその被用者

以外の者に与えようとする」と、同法第４２条の

２中「第３９条に規定する募集受託者」とあるの

は「女性の職業生活における活躍の推進に関する

法律（平成２７年法律第６４号）第１６条第４項

の規定による届出をして労働者の募集に従事する

者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 

７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第２項の相談及び援助の実施状況について報告を

求めることができる。 

第１７条 公共職業安定所は、前条第四項の規定に

よる届出をして労働者の募集に従事する承認中小

事業主団体に対して、雇用情報及び職業に関する

調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき

当該募集の内容又は方法について指導することに

より、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るも

のとする。 

（一般事業主に対する国の援助） 

第１８条 国は、第８条第１項若しくは第７項の規

定により一般事業主行動計画を策定しようとする

一般事業主又はこれらの規定による届出をした一

般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、

労働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動

計画に基づく措置が円滑に実施されるように相談

その他の援助の実施に努めるものとする。 

第３節 特定事業主行動計画 

第１９条 国及び地方公共団体の機関、それらの長

又はそれらの職員で政令で定めるもの（以下「特

定事業主」という。）は、政令で定めるところに

より、事業主行動計画策定指針に即して、特定事

業主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関する計

画をいう。以下この条において同じ。）を定めな

ければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる事

項を定めるものとする。 

（１） 計画期間 

（２） 女性の職業生活における活躍の推進に

関する取組の実施により達成しようとする目

標 

（３） 実施しようとする女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、内閣府令で定め

るところにより、採用した職員に占める女性職

員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時

間の状況、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他のその事務及び事業における

女性の職業生活における活躍に関する状況を把

握し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上で、

その結果を勘案して、これを定めなければなら

ない。この場合において、前項第２号の目標に

ついては、採用する職員に占める女性職員の割

合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、

勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性

職員の割合その他の数値を用いて定量的に定め
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なければならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを職員に

周知させるための措置を講じなければならない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事

業主行動計画に基づく取組の実施の状況を公表

しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく

取組を実施するとともに、特定事業主行動計画

に定められた目標を達成するよう努めなければ

ならない。 

第４節 女性の職業選択に資する情報の公表 

（一般事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表） 

第２０条 第８条第１項に規定する一般事業主（常

時雇用する労働者の数が３００人を超えるものに

限る。）は、厚生労働省令で定めるところにより、

職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選

択に資するよう、その事業における女性の職業生

活における活躍に関する次に掲げる情報を定期的

に公表しなければならない。 

（１） その雇用し、又は雇用しようとする女

性労働者に対する職業生活に関する機会の提

供に関する実績 

（２） その雇用する労働者の職業生活と家庭

生活との両立に資する雇用環境の整備に関す

る実績 

２ 第８条第１項に規定する一般事業主（前項に規

定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省令で

定めるところにより、職業生活を営み、又は営も

うとする女性の職業選択に資するよう、その事業

における女性の職業生活における活躍に関する前

項各号に掲げる情報の少なくともいずれか一方を

定期的に公表しなければならない。 

３ 第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労

働省令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、

その事業における女性の職業生活における活躍に

関する第１項各号に掲げる情報の少なくともいず

れか一方を定期的に公表するよう努めなければな

らない。 

（特定事業主による女性の職業選択に資する情報

の公表） 

第２１条 特定事業主は、内閣府令で定めるところ

により、職業生活を営み、又は営もうとする女性

の職業選択に資するよう、その事務及び事業にお

ける女性の職業生活における活躍に関する次に掲

げる情報を定期的に公表しなければならない。 

（１） その任用し、又は任用しようとする女

性に対する職業生活に関する機会の提供に関

する実績 

（２） その任用する職員の職業生活と家庭生

活との両立に資する勤務環境の整備に関する

実績 

第４章 女性の職業生活における活躍を推進 

するための支援措置 

（職業指導等の措置等） 

第２２条 国は、女性の職業生活における活躍を推

進するため、職業指導、職業紹介、職業訓練、創

業の支援その他の必要な措置を講ずるよう努める

ものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、前項の措置と相まって、職業生

活を営み、又は営もうとする女性及びその家族そ

の他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介

その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事

務の一部を、その事務を適切に実施することがで

きるものとして内閣府令で定める基準に適合する

者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事する者

又は当該事務に従事していた者は、正当な理由な

く、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならない。 
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（財上政の措置等） 

第２３条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する地方公共団体の施策を支援するために

必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努

めるものとする。 

（国等からの受注機会の増大） 

第２４条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に資するため、国及び公庫等（沖縄振興開発金

融公庫その他の特別の法律によって設立された法

人であって政令で定めるものをいう。）の役務又

は物件の調達に関し、予算の適正な使用に留意し

つつ、認定一般事業主、特例認定一般事業主その

他の女性の職業生活における活躍に関する状況又

は女性の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施の状況が優良な一般事業主（次項におい

て「認定一般事業主等」という。）の受注の機会

の増大その他の必要な施策を実施するものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般

事業主等の受注の機会の増大その他の必要な施策

を実施するように努めるものとする。 

（啓発活動） 

第２５条 国及び地方公共団体は、女性の職業生活

における活躍の推進について、国民の関心と理解

を深め、かつ、その協力を得るとともに、必要な

啓発活動を行うものとする。 

（情報の収集、整理及び提供） 

第２６条 国は、女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に資するよう、国内外における女

性の職業生活における活躍の状況及び当該取組に

関する情報の収集、整理及び提供を行うものとす

る。 

（協議会） 

第２７条 当該地方公共団体の区域において女性の

職業生活における活躍の推進に関する事務及び事

業を行う国及び地方公共団体の機関（以下この条

において「関係機関」という。）は、第２２条第

１項の規定により国が講ずる措置及び同条第２項

の規定により地方公共団体が講ずる措置に係る事

例その他の女性の職業生活における活躍の推進に

有用な情報を活用することにより、当該区域にお

いて女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組が効果的かつ円滑に実施されるようにするた

め、関係機関により構成される協議会（以下「協

議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団

体の区域内において第２２条第３項の規定による

事務の委託がされている場合には、当該委託を受

けた者を協議会の構成員として加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると認

めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員とし

て加えることができる。 

（１） 一般事業主の団体又はその連合団体 

（２） 学識経験者 

（３） その他当該関係機関が必要と認める者 

４ 協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下

この項において「関係機関等」という。）が相互

の連絡を図ることにより、女性の職業生活におけ

る活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等

の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応

じた女性の職業生活における活躍の推進に関する

取組について協議を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体

は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。 

（秘密保持義務） 

第２８条 協議会の事務に従事する者又は協議会の

事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議

会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

（協議会の定める事項） 

第２９条 前２条に定めるもののほか、協議会の組

織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

第 5 章 雑則 

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第３０条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し

必要があると認めるときは、第８条第１項に規定

する一般事業主又は認定一般事業主若しくは特例

認定一般事業主である同条第７項に規定する一般
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事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若

しくは勧告をすることができる。 

（公表） 

第３１条 厚生労働大臣は、第２０条第１項若しく

は第２項の規定による公表をせず、若しくは虚偽

の公表をした第８条第１項に規定する一般事業主

又は第２０条第３項に規定する情報に関し虚偽の

公表をした認定一般事業主若しくは特例認定一般

事業主である第８条第７項に規定する一般事業主

に対し、前条の規定による勧告をした場合におい

て、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったと

きは、その旨を公表することができる。 

（権限の委任） 

第３２条 第８条、第９条、第１１条、第１２条、

第１５条、第１６条、第３０条及び前条に規定す

る厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定める

ところにより、その一部を都道府県労働局長に委

任することができる。 

（政令への委任） 

第３３条 この法律に定めるもののほか、この法律

の実施のため必要な事項は、政令で定める。 

第６章 罰則 

第３４条 第１６条第５項において準用する職業安

定法第４１条第２項の規定による業務の停止の命

令に違反して、労働者の募集に従事した者は、１

年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処する。 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者は、１

年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

（１） 第２２条第４項の規定に違反して秘密

を漏らした者 

（２） 第２８条の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

第３６条 次の各号のいずれかに該当する者は、６

月以下の懲役又は３０万円以下の罰金に処する。 

（１） 第１６条第４項の規定による届出をし

ないで、労働者の募集に従事した者 

（２） 第１６条第５項において準用する職業

安定法第３７条第２項の規定による指示に従

わなかった者 

（３） 第１６条第５項において準用する職業

安定法第３９条又は第４０条の規定に違反し

た者 

第３７条 次の各号のいずれかに該当する者は、３

０万円以下の罰金に処する。 

（１） 第１０条第２項（第１４条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定に違反した

者 

（２） 第１６条第５項において準用する職業

安定法第５０条第１項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

（３） 第１６条第５項において準用する職業

安定法第５０条第２項の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

（４） 第１６条第５項において準用する職業

安定法第５１条第１項の規定に違反して秘密

を漏らした者 

第３８条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理

人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の

業務に関し、第３４条、第３６条又は前条の違反

行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法

人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第３９条 第３０条の規定による報告をせず、又は

虚偽の報告をした者は、２０万円以下の過料に処

する。 

附則抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。ただ

し、第３章（第７条を除く。）、第５章（第２８条

を除く。）及び第６章（第３０条を除く。）の規定

並びに附則第６条の規定は、平成２８年４月１日

から施行する。 

（この法律の失効） 

第２条 この法律は、平成３８年３月３１日限り、

その効力を失う。 

２ 第２２条第３項の規定による委託に係る事務に

従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密
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については、同条第４項の規定（同項に係る罰則

を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務に関

して知り得た秘密については、第２８条の規定

（同条に係る罰則を含む。）は、第１項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおその効

力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則の適

用については、この法律は、第１項の規定にかか

わらず、同項に規定する日後も、なおその効力を

有する。 

（政令への委任） 

第３条 前条第２項から第４項までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、

政令で定める。 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後３年を経過した

場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置

を講ずるものとする。 

附則（平成２９年３月３１日法律第１４号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、平成２９年４月１日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

（１） 第１条中雇用保険法第６４条の次に１

条を加える改正規定及び附則第３５条の規定 

公布の日 

（２）及び（３）略 

（４） 第２条中雇用保険法第１０条の４第２

項、第５８条第１項、第６０条の２第４項、

第７６条第２項及び第７９条の２並びに附則

第１１条の２第１項の改正規定並びに同条第

３項の改正規定（「１００分の５０を」を「１

００分の８０を」に改める部分に限る。）、第

４条の規定並びに第７条中育児・介護休業法

第５３条第５項及び第６項並びに第６４条の

改正規定並びに附則第５条から第８条まで及

び第１０条の規定、附則第１３条中国家公務

員退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）

第１０条第１０項第５号の改正規定、附則第

１４条第２項及び第１７条の規定、附則第１

８条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、附

則第１９条中高年齢者等の雇用の安定等に関

する法律（昭和４６年法律第６８号）第３８

条第３項の改正規定（「第４条第８項」を「第

４条第９項」に改める部分に限る。）、附則第

２０条中建設労働者の雇用の改善等に関する

法律（昭和５１年法律第３３号）第３０条第

１項の表第４条第８項の項、第３２条の１１

から第３２条の１５まで、第３２条の１６第

１項及び第５１条の項及び第４８条の３及び

第４８条の４第１項の項の改正規定、附則第

２１条、第２２条、第２６条から第２８条ま

で及び第３２条の規定並びに附則第３３条

（次号に掲げる規定を除く。）の規定 平成３

０年１月１日 

（罰則に関する経過措置） 

第３４条 この法律（附則第１条第４号に掲げる規

定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第３５条 この附則に規定するもののほか、この法

律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附則（令和元年６月５日法律第２４号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して１年を

超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

（１） 第３条中労働施策の総合的な推進並び

に労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等

に関する法律第四条の改正規定並びに次条及

び附則第６条の規定 公布の日 

（２） 第２条の規定 公布の日から起算して
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３年を超えない範囲内において政令で定める

日 

（罰則に関する経過措置） 

第５条 この法律の施行前にした行為に対する罰則

の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第６条 この附則に定めるもののほか、この法律の

施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第７条 政府は、この法律の施行後５年を経過した

場合において、この法律による改正後の規定の施

行の状況について検討を加え、必要があると認め

るときは、その結果に基づいて所要の措置を講ず

るものとする。 

附則（令和４年３月３１日法律第１２号）抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、令和４年４月１日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。 

（１） 第２条中職業安定法第３２条及び第３

２条の１１第１項の改正規定並びに附則第２

８条の規定 公布の日 

（２） 略 

（３） 第１条中雇用保険法第１０条の４第２

項及び第５８条第１項の改正規定、第２条の

規定（第１号に掲げる改正規定並びに職業安

定法の目次の改正規定（「第４８条」を「第４

７条の３」に改める部分に限る。）、同法第５

条の２第１項の改正規定及び同法第４章中第

４８条の前に１条を加える改正規定を除く。）

並びに第３条の規定（職業能力開発促進法第

１０条の３第１号の改正規定、同条に１項を

加える改正規定、同法第１５条の２第１項の

改正規定及び同法第１８条に１項を加える改

正規定を除く。）並びに次条並びに附則第５条、

第６条及び第１０条の規定、附則第１１条中

国家公務員退職手当法第１０条第１０項の改

正規定、附則第１４条中青少年の雇用の促進

等に関する法律（昭和４５年法律第９８号）

第４条第２項及び第１８条の改正規定並びに

同法第３３条の改正規定（「、第１１条中「公

共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、

「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」

と、「職業安定法第５条の５第１項」とあるの

は「船員職業安定法第１５条第１項」と」を

削る部分を除く。）並びに附則第１５条から第

２２条まで、第２４条、第２５条及び第２７

条の規定 令和４年１０月１日 

（政令への委任） 

第２８条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

附則（令和４年６月１７日法律第６８号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

（１） 第５０９条の規定 公布の日 
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瑞浪市男女共同参画プラン推進会議設置要綱 

（平成１５年 4 月２５日訓令乙第 5 号） 

（設置） 

第１条 本市における男女共同参画社会の実現に関する施策を円滑かつ総合的に推進するため、瑞浪市男女共同参画

プラン推進会議（以下「推進会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）男女共同参画プランの策定と推進に関すること。 

（２）男女共同参画プランの策定と推進のため、関係部課間の調整に関すること。 

（３）その他会長が必要と認める事項。 

（組織） 

第３条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって構成する。 

２ 会長は、市長の職にあるものとし、推進会議を統括する。 

３ 副会長は、副市長の職にあるものとし、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。 

４ 委員は、教育長、理事、部長、会計管理者、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、参事及び部次長の

職にあるものとする。 

（会議） 

第４条 推進会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が指名する者が議長となる。 

（事務局） 

第５条 推進会議の庶務は、生活安全課において行う。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は会長が定める。 

附 則 この要綱は、平成 15 年５月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年７月 20 日訓令乙第５号） 

（施行期日） 

この訓令は、平成 17 年８月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年３月７日訓令乙第２号） 

この訓令は、平成 19 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年 11 月 14 日訓令乙第７号） 

この訓令は、平成 19 年 12 月１日から施行する。 

附 則（平成 21 年３月 25 日訓令乙第２号） 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成 21 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この訓令の施行の際、現に従前の訓令の規定に基づいてなされた処分又は手続きは、この訓令の相当規定に基

づいてなされた処分又は手続きをみなす。 

附 則（平成 26 年１月 20 日訓令乙第１号） 

この訓令は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年７月 22 日訓令乙第５号） 

この訓令は、令和元年８月１日から施行する。 
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瑞浪市男女共同参画審議会規則 
（平成２８年１２月２６日規則第４６号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、瑞浪市附属機関設置条例（平成 28 年条例第 23 号）第３条の規定により、瑞浪市

男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の組織、運営その他必要な事項を定めるものと

する。 

（組織） 

第２条 審議会の委員（以下「委員」という。）は、15 人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１)学識経験者 

(２)関係団体の代表者 

(３)公募による市民 

(４)その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は、みずなみ男女共同参画プランの策定に関する審議が終了した日までとする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長を務める。ただし、委員委嘱後

最初に開かれる会議は、市長が招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

（報告） 

第６条 会長は、必要に応じ審議の結果を市長に報告する。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、生活安全課において処理する。 

（委任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮ってこれを

定める。 

附則 

この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。
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瑞浪市男女共同参画社会推進会議要綱 

（平成２９年３月２７日告示２９号） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における男女共同参画プランの推進について専門的な見地及び市民の立場から

幅広く意見又は助言を求めるため、瑞浪市男女共同参画社会推進会議（以下「推進会議」とい

う。）を開催することに関し必要な事項を定めるものとする。 

（意見等を求める事項） 

第２条 市長が推進会議において、意見又は助言を求める事項は次に掲げるものとする。 

(１)男女共同参画プランの推進に関すること。 

(２)男女共同参画社会推進に伴う意識の改革、イベント等の企画及び開催に関すること。 

(３)地域における各種団体等との連携及び調整に関すること。 

(４)その他市長が必要と認めること。 

（参加者） 

第３条 推進会議の参加者は、地域の代表及び男女共同参画について優れた見識を有する者のうちから市

長が依頼する。 

２ 前項の場合において、市長は、原則として同一の者に第５条に規定する開催期間継続して推進会

議への参加を依頼するものとする。 

（運営） 

第４条 推進会議の参加者は、その互選により推進会議の会議（以下この条において「会議」という。）

を進行する座長を定める。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、

又は資料の提出を求めることができる。 

（開催期間） 

第５条 推進会議の開催期間は、２年間を目途とする。 

（庶務） 

第６条 推進会議の庶務は、生活安全課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附則 

この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 
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3. 瑞浪市男女共同参画審議会委員名簿 

任期：令和５年３月２７日～令和６年３月３１日（敬称略） 

氏名 選出区分  

渋谷 典子 
特定非営利活動法人 参画プラネット代表理事 

（瑞浪市男女共同参画社会推進会議 座長） 
委員長 

浅沼 克郎 瑞浪市男女共同参画社会推進会議 副委員長 

野田 順子 瑞浪市男女共同参画社会推進会議  

北原 讓介 人権擁護委員  

渡邉 喜美代 人権擁護委員  

河北 卓也 瑞浪市ＰＴＡ連合会  

山口 樹里亜 瑞浪市ＰＴＡ連合会（子育て委員）  

安藤 昇 瑞浪市連合自治会  

本荘 恵子 商工会議所  

山内 令子 瑞浪市民生委員・児童委員協議会  

小栗 美智子 瑞浪市ボランティア連絡協議会  

有賀 雅美 小中学校教員  

坂井 宗明 まちづくり推進協議会  

足立 美樹 公募  

有賀 政光 公募  
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4. 諮問・答申 

瑞 生 第 ６ １ ９ 号  

令和５年３月２７日  

 

諮 問 書 

 

 

瑞浪市男女共同参画審議会会長 様 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

 瑞浪市附属機関設置条例第２条別表中、瑞浪市男女共同参画審議会にかかる規定により、

下記のとおり諮問します。 

 

記 

 

第３次みずなみ男女共同参画プランの策定について・・・別紙 
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別紙 

 

 

第３次みずなみ男女共同参画プランの策定について（諮問） 

 

本市では、平成２６年度から令和５年度までを計画期間とする第２次みずなみ男女共同

参画プランを策定し、「男性、女性問わず全ての個人が、喜びも責任も分かち合い、その

能力・個性を発揮することができる社会」の実現を目指して、様々な施策を展開してまい

りました。平成３０年度には、それまでの取り組みへの課題や新たな課題を洗い出し、現

行プランの見直しを行いました。 

見直し後の後期５年間のプランには、本計画に瑞浪市女性活躍推進計画及び瑞浪市ＤＶ

防止基本計画を位置付け、女性活躍の推進や、暴力の根絶に取り組んでいるところです。

また、性の多様性に関する理解の促進についての施策も新たに盛り込んでいます。 

しかしながら、国において令和２年に策定された「第５次男女共同参画基本計画」及び

岐阜県が令和４年に中間見直しを行った「岐阜県男女共同参画計画（第４次）」にもある

ように、近年の新型コロナウィルス感染症拡大による、女性の就業や配偶者等からの暴力

等の問題が顕在化しており、さらなる取り組みが求められています。 

国連サミットにおいて採択された、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）のひとつでもある

「ジェンダー平等」も踏まえ、家庭・地域・職場・市が一体となり、すべての個人が、互

いを尊重し、多様な生き方を選択・実現できる男女共同参画社会に向けて、第３次みずな

み男女共同参画プランを策定することといたしました。 

つきましては、第３次みずなみ男女共同参画プランについて、瑞浪市附属機関設置条例

第２条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

答申は次ページに完成でき次第掲載します 
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5. 第３次みずなみ男女共同参画プラン策定までの経緯 

実施日 事項 

令和 ４年 ５月 31日 
第１回 男女共同参画社会推進会議 

・市民意識調査項目（案）意見聴取 

８月～ 
「男女共同参画に関する市民意識調査」の実施 

・市民意識調査の実施、12月報告書完成 

       ９月 28日 
第２回 男女共同参画社会推進会議 

・●●●● 

       11月 19日 
第３回 男女共同参画社会推進会議 

・講演会 

令和 ５年 ２月 20日 
第４回 男女共同参画社会推進会議 

・市民意識調査結果の報告について 

       ３月 27日 
第１回 男女共同参画審議会 

・第３次プランの策定に向けて 

       ７月 24日 
第２回 男女共同参画審議会 

・●●●● 

 
第３回 男女共同参画審議会 

・●●●● 

 パブリックコメントの募集 

 
第４回 男女共同参画審議会 

・●●●● 

 
第５回 男女共同参画審議会 

・●●●● 
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6. 男女共同参画に関する国内外の主な動き 

西暦 世界 国 岐阜県 瑞浪市 

1975 国際婦人年世界会議開催 
婦人問題企画推進本部設置 

婦人問題企画推進会議開催 
  

1976 国際婦人の 10 年（～85年） 
「教職員等の育児休業法」施

行 
  

1977  「国内行動計画」策定 
婦人問題担当窓口設置 

婦人問題連絡会議設置 
 

1979 「女子差別撤廃条約」採択  第１期婦人問題懇話会設置  

1981 「女子差別撤廃条約」発効 
「国内行動計画後期重点目

標」策定 

夫人の地位と福祉の向上に関

する提言の提出 
 

1985 

国連婦人の 10 年最終年 

世界会議「婦人の地位向上の

ためのナイロビ将来戦略」採

択 

「女子差別撤廃条約」批准 

「国籍法」の改正（父母両系

主義の採用） 

  

1986  「男女雇用機会均等法」施行 「岐阜県婦人行動計画」策定  

1987  
「2000年に向けての新国内行

動計画」策定 
  

1992  「育児休業法」施行   

1994  
男女共同参画審議会設置 

男女共同参画室設置 

「女と男のはぁもにぃプラン

（ぎふ女性行動計画）」策定 
 

1995 
第４回世界女性会議「北京宣

言」及び「行動要領」採択 
「育児・介護休業法」成立   

1996  
「男女共同参画 2000 年プラ

ン」策定 
  

1997  
「男女雇用機会均等法」改正 

「介護保険法」公布 
  

1999  
「男女共同参画社会基本法」

施行 

「ぎふ男女共同参画プラン」

策定 
 

2000 
国連女性 2000 年会議開催 

「政治宣言」及び「成果文

書」採択 

「男女共同参画基本計画」施

行 
  

2001  

「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法

律」施行 

第１回男女共同参画週間「仕

事と子育ての両立支援策の方

針について」閣議決定 

  

2002   
「ぎふ男女共同参画プラン」

一部改訂 

企画部企画政策課内に「女性政

策係」設置 

男女共同参画に関する市民意識

調査実施 

2003  

「少子化社会対策基本法」施

行 

「次世代育成支援対策推進

法」施行 

「岐阜県男女が平等に人とし

て尊重される男女共同参画社

会づくり条例」施行 

男女共同参画懇話会設置 

「女性政策係」から「男女共同

参画推進室」に組織変更 

2004  

「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法

律」改正 

「岐阜県男女共同参画計画」

策定 

「みずなみ男女共同参画プラ

ン」策定 

2005 
第 49 回国連婦人の地位委員

会開催 

「男女共同参画基本計画（第

２次）」閣議決定 

「女性の再チャレンジ支援プ

ラン」策定 

 
男女共同参画社会推進委員会設

置 

2006 
東アジア男女共同参画担当大

臣会合開催 

「国の審議会等における女性

委員の登用の促進について」

男女共同参画推進本部決定 

「男女雇用機会均等法」改正 

「岐阜県配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関す

る基本計画」策定 

男女共同参画プラザ設置 
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西暦 世界 国 岐阜県 瑞浪市 

2007  

「配偶者からの暴力の防止及

び被害者の保護に関する法

律」改正 

「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲

章」及び「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」策定 

 
男女共同参画に関する市民意識

調査実施 

2009  

男女共同参画シンボルマーク

決定 

「育児・介護休業法」改正 

「岐阜県男女共同参画計画

（第２次）」策定 

「岐阜県配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関す

る基本計画（第２次）」策定 

「男女共同参画推進室」から総

務部市民協働課内「男女共同参

画係」に移管 

「みずなみ男女共同参画プラン

（後期プラン）」策定 

2010 
第 54 回国連婦人の地位委員

会（国連「北京+15」記念会

合）開催 

「仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）憲

章」及び「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」改定 

「第３次男女共同参画基本計

画」閣議決定 

  

2011 

「ジェンダー平等と女性のエ

ンパワーメントのための国連

機関」（ＵＮＷｏｍｅｎ）発

足 

   

2012  

「『女性の活躍促進による経

済の活性化』行動計画～働く

『なでしこ』大作戦～」策定 

 
男女共同参画に関する市民意識

調査実施 

2014   

「岐阜県男女共同参画計画

（第３次）」策定 

「岐阜県配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関す

る基本計画（第３次）」策定 

「第２次みずなみ男女共同参画

プラン」策定 

「男女共同参画係」からまちづ

くり推進部生活安全課内「人権

啓発係」に移管 

2015 
第 59 回国連婦人の地位委員

会（国連「北京+20」記念会

合）開催 

   

2016  

「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律」施行 

「第４次男女共同参画基本計

画」閣議決定 

「清流の国ぎふ女性の活躍推

進計画」策定 
 

2017    
男女共同参画に関する市民意識

調査実施 

2018   

「岐阜県男女共同参画計画

（第４次）」策定 

「岐阜県配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関す

る基本計画（第４次）」策定 

「第２次みずなみ男女共同参画

プラン（後期）」策定 

2019  「女性活躍推進法」改正   

2020  
「第５次男女共同参画基本計

画」策定 
  

2021     

2022    
男女共同参画に関する市民意識

調査実施 

2023   
「岐阜県男女共同参画計画

（第５次）」策定 

「第３次みずなみ男女共同参画

プラン」策定 
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